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乙訓環境衛生組合議会平成２９年第３回定例会 

議事日程第３号 

 

                          平成２９年９月２０日（水） 
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○議事日程 

  日程 １  会議録署名議員の指名 

  日程 ２  会期の決定 

  日程 ３  副議長の選挙について 

  日程 ４  管理者の諸報告 

  日程 ５  監査報告第４号 例月出納検査の結果報告について 

  日程 ６  第 ８ 号議案  専決処分の承認を求めることについて 

                （和解及び損害賠償の額の決定について） 

  日程 ７  第 ９ 号議案  乙訓環境衛生組合職員の育児休業等に関する条例の 

                一部改正について 

  日程 ８  第１０号議案  平成２８年度乙訓環境衛生組合一般会計歳入歳出決 

                算の認定について 

  日程 ９  第１１号議案  平成２９年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算 

                （第２号）について 

 

○会議録署名議員  

  向 日 市       杉 谷 伸 夫 議員 

  大 山 崎 町       山 中 一 成 議員 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

開会 午前９時５８分 

○藤井俊一議長 皆さん、おはようございます。 

  それでは、本会議に入ります。 

  ただいまの出席議員数は９名であります。地方自治法第１１３条の定足数に達してお

りますので、会議は成立いたします。 

  ただいまから、乙訓環境衛生組合議会平成２９年第３回定例会を開会いたします。 

  日程に入ります前に、向日市議会の役員改選によりまして、本組合議会議員に交替が

ございましたので、この際ご紹介させていただきます。 

  ８月１日付で本組合議会議員となられました北林重男議員です。 

○北林重男議員 北林です、環境衛生について素人でございますので、皆さんのお力添え

で何とか職務を果たしたいと思うので、どうぞよろしくお願いします。 

○藤井俊一議長 また、引き続き本組合議会議員となられました近藤宏和議員です。 

○近藤宏和議員 近藤です、またよろしくお願いいたします。 

○藤井俊一議長 同じく、杉谷伸夫議員です。 

○杉谷伸夫議員 杉谷でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

○藤井俊一議長 皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、日程に入ります。 
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  日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、杉谷伸夫議員、山中一成議員の

両議員を指名いたします。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○藤井俊一議長 日程２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。会期につきましては、本日１日限りとすることにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  ご異議なしと認め、よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○藤井俊一議長 日程３、副議長の選挙についてであります。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推薦により行いたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  ご異議なしと認め、指名推薦により行うことといたします。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法については、私、議長において指名することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  ご異議なしと認め、私、議長において指名することといたします。 

  それでは、副議長に北林重男議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました北林重男議員を副議長の当選人と定めることにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  ご異議なしと認め、よって、ただいま指名いたしました北林重男議員が副議長に当選

されました。 

  北林重男議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項の規定により、当選

の告知をいたします。 

  北林重男議員から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 

  北林議員。 

○北林重男議員 副議長の大役を仰せつかりまして、誠に光栄でございます。 

  議長を補佐して、つつがなく議会が進みますように頑張りたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○藤井俊一議長 日程４、管理者の諸報告であります。 
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  山本管理者。 

○山本圭一管理者 皆さん、おはようございます。 

  本日、乙訓環境衛生組合議会平成２９年第３回定例会を招集させていただきましたと

ころ、議員各位におかれましては、大変お忙しい中、ご参集賜りまして誠にありがとう

ございます。厚くお礼を申し上げます。 

  はじめに、議員各位には、去る７月７日に、先進地視察といたしまして、三重県四日

市市及び滋賀県近江八幡市の各ごみ処理施設をご視察いただきましたが、暑さ厳しい中

をご参加賜りまして、大変ご苦労さまでございました。厚くお礼を申し上げます。 

  また、ただ今、議長から紹介がございました、去る８月１日の向日市議会役員改選に

よりまして、同日付で北林重男議員、近藤宏和議員、杉谷伸夫議員の各議員が選出され

ました。お迎えいたしました議員各位におかれましては、今後とも格別のご指導、ご鞭

撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  また、ただ今、本組合議会副議長に北林重男議員がご就任されましたことを、心から

お祝い申し上げますとともに、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

  恐縮でございますが、この場をお借りいたしまして、組合理事者等の紹介をさせてい

ただきたいと存じます。 

  私が管理者を務めさせていただいております大山崎町長の山本圭一です。よろしくお

願いします。 

  次に、副管理者であります長岡京市長の中小路健吾副管理者でございます。 

○中小路健吾副管理者 どうぞよろしくお願いします。 

○山本圭一管理者 同じく、副管理者の向日市長の安田 守副管理者でございます。 

○安田 守副管理者 よろしくお願いします。 

○山本圭一管理者 次に、代表監査委員であります辻 正春監査委員でございます。 

○辻 正春監査委員 よろしくお願いいたします。 

○山本圭一管理者 その隣が、会計管理者兼会計課長の稲生義之でございます。 

○稲生義之会計管理者 稲生でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○山本圭一管理者 続きまして、後列におります組合職員でございますが、事務局長の河

野一武でございます。 

○河野一武事務局長 河野でございます。よろしくお願いいたします。 

○山本圭一管理者 総務課長の古賀一徳でございます。 

○古賀一徳総務課長 古賀でございます。よろしくお願いします。 

○山本圭一管理者 政策推進課長の松井 貢でございます。 

○松井 貢政策推進課長 松井でございます。よろしくお願いいたします。 

○山本圭一管理者 施設業務課長の服部 潤でございます。 

○服部 潤施設業務課長 服部でございます。よろしくお願いいたします。 

○山本圭一管理者 施設業務課主幹の山本昌一でございます。 
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○山本昌一施設業務課主幹 山本でございます。よろしくお願いいたします。 

○山本圭一管理者 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、管理者諸報告を行います。 

  初めに、第１９回リサイクルフェアの開催についてであります。 

  リサイクル推進事業の一環といたしまして、平成１１年度から開催いたしております

リサイクルフェアにつきましては、第１９回目となる本年度は、来る１０月１５日の日

曜日に、前年度と同様、隣接する京都府流域下水道事務所の下水道フェアと同時開催を

し、京都府等と連携を図りながら、広く環境問題に対する啓発に努めるところであり、

さらなるごみの減量とリサイクルを推進し、環境保全への啓発に積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。 

  次に、組合長黒埋立用地の社会福祉法人乙訓福祉会への一部無償貸し付けについてで

あります。 

  現在、乙訓福祉会と締結をしております土地使用の貸借契約の有効期限につきまして

は、平成２９年１１月３０日をもって終えるところであります。 

  本件につきましては、関係市町の福祉関係職員と乙訓福祉会との間で、この用地問題

について協議をされ、また、その結果も踏まえて、乙訓市町会においても協議されてい

るところでありますが、今後の方向性といたしましては、現時点で、関係市町での用地

問題の早期解決は難しい状況であり、引き続き組合長黒埋立用地の無償貸し付けを願う

旨の連絡を受けており、このことから、組合内における今後の事務事業を十分勘案した

中で、また、関係市町へも早期の問題解決を要請して行うことを前提といたしまして、

無償貸し付けを行う方向で検討しているところであります。 

  次に、災害廃棄物処理計画策定モデル事業についてであります。 

  環境省の近畿事務所により公募がされ、平成２９年５月１７日付で、乙訓地域が対象

地域として採択されました、災害廃棄物処理計画策定モデル事業につきましては、環境

省近畿事務所におきまして、平成２９年７月にコンサルタント業者が決定され、８月

１０日に第１回の打ち合わせが行われたところであります。 

  引き続き、本事業により、京都府地震被害想定調査において、最も大きな被害が想定

されております有馬・高槻断層帯での被害を想定し、乙訓地域における災害廃棄物処理

計画を策定する上で必要となります、災害廃棄物発生量等の基礎資料を本年度末までに

作成し、当該基礎資料をもとに、関係市町と連携し、乙訓地域における災害廃棄物処理

計画の策定に取り組む予定といたしております。 

  最後に、乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正につ

いてであります。 

  乙訓環境衛生組合廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正につきまして

は、平成２９年６月２６日に開催されました議員全員協議会においてご説明させていた

だきました、一部改正方針に基づき、現在、条例改正に向けて、関係市町と協議・検討
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を進めております。 

  現在、一般廃棄物処理手数料算出に係る原価計算につきまして、平成２８年度決算額

に基づく処理経費を算出基礎額に含めて、再度算出したところであり、今後、一般廃棄

物処理手数料の改正等について、引き続き協議・検討を進めてまいります。 

  以上、管理者の諸報告とさせていただきます。 

○藤井俊一議長 以上で管理者諸報告を終わります。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○藤井俊一議長 日程５、監査報告第４号、例月出納検査の結果報告についてであります。 

  監査委員の報告を求めます。 

  辻監査委員。 

○辻 正春監査委員 おはようございます。 

  それでは、例月出納検査の結果報告をいたします。 

  地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、例月出納検査を実施いたしました。

検査の対象、時期及び結果等につきましては、お手元にお配りいたしました報告書のと

おりであります。 

  以上、例月出納検査の結果報告といたします。 

○藤井俊一議長 以上で例月出納検査の結果報告を終わります。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○藤井俊一議長 日程６、第８号議案、専決処分の承認を求めることについてを議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  山本管理者。 

○山本圭一管理者 それでは、日程６、第８号議案、専決処分の承認を求めることについ

て、ご説明申し上げます。 

  本議案につきましては、公用車での事故に係る和解及び損害賠償額の決定であり、被

害車両の早急の修理の必要性により、議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、これを議会へ報告し、その承認を求めるものでご

ざいます。 

  事故の概要につきましては、平成２９年６月１９日午後３時ごろ、本組合リサイクル

プラザ２階投入ステージにおきまして、直接搬入者が軽トラックの荷台に竹を積載して

搬入され、本組合委託業者の作業員が、自走式掴み装置により搬入物を掴み降ろそうと

した際、誤って車両荷台の右側面を破損させたものであります。 

  これにつきましては、相手方との協議の結果、損害賠償額８万４,１３２円を修理費

用として支払うことで示談が成立したところであります。 

  なお、再発防止策といたしまして、直接搬入車両の積載物を重機で掴み降ろす作業は

禁止といたしておりますが、今後、なお一層の安全運転の徹底を図ってまいる所存であ
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りますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○藤井俊一議長 ただいま、提案理由の説明がありましたが、本件について質疑を行いま

す。 

  ご質疑ございませんか。 

  杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 先ほどのご説明で、直接搬入者については重機で掴み降ろしをしないと

いう規則、これは従来からそうではなくて、今回、そのようにされたということなので

しょうか。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 今回の事故につきましては、あくまでも搬入者様が直接手で降

ろしてもらうのが原則なのですけれども、大きな荷物とか、ありましたら、重機でつま

んであげて降ろすというのは、通常行う作業の中で常態化してましたので、今回、これ

を受けまして、直接搬入者に対しては、財産の補償もありますので、これを期にして、

重機での積み降ろしはなくすというふうに判断したものでございます。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 これまで、そういう禁止とか、そういうことは何も特に決めておられな

かったんですね。 

  ちょっと疑問に思いますのは、直接搬入される方は、自らの負担でこちらまで運んで

こられて、処理費用を１００％支払って、されているわけですね。だから、それにして、

市民の方が持ち込まれて、自分で持ち込まれたごみを積み降ろすというのは、行政サー

ビスではないかと思うんですね。 

  作業のミスで損害を起こしたので、今回、何万円かの損害が出たということですけれ

ども、だから、従来特に問題なく行っていた行政サービスをしないというのは、ちょっ

とどうなのかなと、私、疑問に思ったんですけれど。 

○藤井俊一議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 ただいまのご質問でございますけれども、今、課長の方からもあり

ましたとおり、従来は、基本的には持ってこられた方が自ら降ろしていただくというの

を基本にしております。しかしながら、大量に持ってこられた場合であったり、降ろす

のに時間がかかる場合、そういったときには、その重機を使う中で、時間の短縮を図る

ということをやってまいりました。 

  しかしながら、今回こういう事故が発生したということを受けまして、重機でのお手

伝いは極力やめるということでは徹底はしておりますけれども、現場の状況等踏まえま

して、重機を使わずしても、作業員もおりますので、そういった作業員が手をお貸しす

るということも含めて、その辺は、今ご指摘どおり、住民サービスの一環だということ

も一定ございますので、その辺は臨機応変に対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。 
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○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 ということは、直接搬入したものについては、搬入者の責任でやりなさ

いと、降ろしなさいということではないですね。搬入者の責任で降ろしなさいというこ

とであるならば、その降ろし体制も含めて、何人かで来なければならないことになりま

す。それはサービスの低下につながりますので、私はちょっと疑問なんですよ。 

  だから、積み降ろしについては、必要であればこちらでやると。もし、どんなぐらい

の荷物なのか、実態を、私、知らないのですけど、非常に重たいものであれば、人力で

やればかえって危険でもありますし、ちょっとその辺は再考はできないでしょうか。 

○藤井俊一議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 もちろん重機を使ってというのは、事故の危険性も想定されますの

で、その辺は十分注意をして、状況に応じながら使用するということにはなりますけ

れども、今おっしゃるとおり、持ってこられる方が一人ではなかなか降ろし切れない、

降ろすのに危険を伴う、また、時間もかかってしまうということも想定されますので、

そういった場合には、重機に限らず、作業員さんの手をお貸しする中で、対応してい

きたいなというふうに考えておりますし、また、原則は持ってこられた方が直接自分

で対応していただくと。 

  しかしながら、事前に連絡等いただく場合には、大量に持ってこられる内容物がある

場合は、複数でお越しいただくとか、そういったものはアナウンスも徹底をしていき

たいというふうに考えております。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 最後、要望ですけども、サービスの低下につながらないことと、それか

ら、重機はだめということで、こちらの職員さんがかえって危ないことにならないよ

うに、現状を見ながら運用を考えていただきたいと思います。以上です。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 臨機応変で、私は結構や思うんですけども、ただ、くれぐれも安全対策

には十分注意を払ってもらって、まさに再発防止、二度と起こらないということを徹

底していただくようにということで、お願いをしておきます。 

○藤井俊一議長 ほかに、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  それでは、質疑も尽きたようですので、質疑を終わり討論に入ります。 

  まず、反対討論を求めます。 

（「なし」の声あり） 

  次に、賛成討論を求めます。 

（「なし」の声あり） 

  討論もないようですので、討論を終わり採決いたします。 

  第８号議案について、原案どおり決することに賛成の議員は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

  全員賛成。よって、第８号議案、専決処分の承認を求めることについては、原案どお

り承認されました。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○藤井俊一議長 日程７、第９号議案 乙訓環境衛生組職員の育児休業等に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  山本管理者。 

○山本圭一管理者 それでは、日程７、第９号議案 乙訓環境衛生組合職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

  本条例改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、職員が、育児休業の

期間の延長等ができる特別な事情として、条例で規定しております要件について、こ

れまで、育児休業等に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申し

込みを行っているものの、当面その実施が行われない場合におきましても、運用によ

り、特別な事情として認めることといたしておりましたが、これにつきましても、本

条例において明文化し、育児休業等の取得環境を整備するため、所要の改正を行うも

のであります。 

  それでは、条例の改正内容につきましてご説明申し上げます。 

  まず、第３条では、再度の育児休業を取得することができる場合について、第４条で

は、原則１回に限られております育児休業期間の再度の延長ができる場合について、

第１０条では、再度の育児短時間勤務ができる場合について、それぞれ、育児休業等

に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているも

のの、当面その実施が行われないことをその要件として規定するものであります。 

  なお、本条例の施行期日につきましては、公布の日から施行することといたしており

ます。 

  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

○藤井俊一議長 ただいま、提案理由の説明がありましたが、本件について質疑を行いま

す。 

  ご質疑ございませんか。 

  北林議員。 

○北林重男議員 この条例はもちろん賛成なんですけれども、周知徹底の方法、どういう

具合に職員に諮られるかということですね、例えば労働者を代表する労働組合があっ

たり、過半数以上の労働者の信任を得た労働者代表がおられる場合は、そことの協定

ないし協議事項になるわけですけども、悲しいかな、例えば労働組合がない場合にお

いて、こういったことに対して周知徹底をするいうことは、非常に大事な問題ですか
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ら、どういう方法で周知徹底されるのかについてお伺いいたします。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 制度改正の関係につきましては、基本的には、我々本組合において

は組合はございませんので、内部に文書等で、制定後は通知させていただいております。 

  あと、基本的には年に１回、職員協議という場を設けておりまして、職員の意見を聞

く場を設けておりますので、そこで意見交換ということはさせていただいております。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 労働条件に対して貴重な内容ですから、年１回とかいうんじゃなしに、

こういったことについては、早期に周知徹底を図るいうことは、私大変重要や思うんで

す。また、そういう体制を作ることが大事ですし、ぜひ機会を早期に作っていただける

ということではどうでしょうか。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 協議の場につきましては、１回と制限しているわけではございませ

んので、必要に応じて協議をさせていただくということは可能でございます。 

  ただ、こういうような制度改正の関係につきましては、今回の育休法の改正につきま

しては、法改正に基づいて、国に準じて改正していくものでございますので、こう

いった内容につきましては、市町、それから他の２組合の状況、他団体の状況も踏ま

えまして、改正内容の方は検討させていただいた上で、改正後速やかに職員の方には

文書等で周知徹底を図ってまいる所存でございます。 

○藤井俊一議長 ほかに、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  それでは、質疑も尽きたようですので、質疑を終わり討論に入ります。 

  まず、反対討論を求めます。 

（「なし」の声あり） 

  次に、賛成討論を求めます。 

（「なし」の声あり） 

  討論もないようですので、討論を終わり採決いたします。 

  第９号議案について、原案どおり決することに賛成の議員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

  全員賛成。よって、第９号議案、乙訓環境衛生組職員の育児休業等に関する条例の一

部改正については、原案どおり可決されました。 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○藤井俊一議長 日程８、第１０号議案 平成２８年度乙訓環境衛生組合一般会計歳入歳

出決算の認定についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  山本管理者。 
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○山本圭一管理者 それでは、日程８、第１０議案 平成２８年度乙訓環境衛生組合一般

会計歳入歳出決算の認定を受けるに当たり、その概要をご説明申し上げ、提案説明とい

たします。 

  平成２８年度における我が国の経済は、政府におきまして、大胆な金融政策、機動的

な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略からなる経済政策を一体的に推進することに

より、デフレ脱却・経済再生と財政健全化の双方を進められた結果、雇用情勢が大幅に

改善し、物価上昇によりデフレではないという状況が実現する一方で、平成２８年６月

に発生した熊本地震や、夏場の台風上陸回数が例年よりも多かった影響等による消費の

落ち込みなど、一部に弱い動きも見られたところであります。 

  このような経済環境の中、関係市町におきましては、一般財源収入が今後も良好に推

移する好転材料が見当たらない厳しい財政状況の中、社会保障関連経費等の義務的経費

の増加が懸念されるなど、厳しい財政状況が続いているところであります。 

  このような状況下におきまして、本組合におきましても、極めて厳しい財政状況を踏

まえ、廃棄物の排出抑制再生利用などを踏まえた廃棄物減量施策の推進に向け、効果的

な事務事業の推進を図るとともに、施設の延命化事業の実施につきましては、国の交付

金制度の積極的な活用に努めたところであります。 

  さて、平成２８年度の一般会計決算規模は、歳入総額では３０億８６０万

９,０００円で、前年度と比べまして４,７９３万１,０００円、１.６％の減となりまし

た。また、歳出総額では２９億８ ,８２７万７ ,０００円で、前年度と比べまして

４,４２７万７,０００円、１.５％の減となりました。 

  決算収支におきましては、歳入歳出差引額２,０３３万２,０００円となり、実質収支

額におきましても同額の黒字となっております。また、予算現額に対する比率では、歳

入で１００％、歳出で９９.４％となったところであります。 

  決算概要といたしましては、歳出では、各処理施設の維持管理経費のほか、ごみ処理

施設長寿命化事業に伴う経費を支出したところであり、また、歳入では、ごみ処理手数

料、アルミ缶等有価物の売却をはじめ、ペットボトル再商品化適合物返還金、ペットボ

トル及びその他プラスチックに係る再商品化合理化拠出金収入、余剰電力売却など、組

合独自財源の確保を積極的に図ったところであります。 

  また、平成２８年度末における組合債の現在高は３３億８,８７１万５,８７４円であ

り、財政調整基金の平成２８年度末現在高は７,８３４万３,６２０円となっております。 

  以上が平成２８年度決算の概要であります。よろしくご審議の上、認定賜りますよう

お願い申し上げます。なお、詳細につきましては、事務局長から説明させますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○藤井俊一議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 それでは、私から、平成２８年度乙訓環境衛生組合一般会計歳入歳

出決算の内容につきまして、ご説明申し上げます。 
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  平成２８年度一般会計予算の決算規模は、歳入で３０億８６０万９,０９４円、歳出

で２９億８,８２７万７,０４６円となるものであり、予算現額に対します執行率は歳入

で１００％、歳出で９９.４％となるものであります。 

  また、前年度決算額との比較といたしましては、歳入で４,７９３万１,４２８円、

１.６％の減、歳出で４,４２２万６,９９２円、１.５％の減となるもので、歳入歳出と

もに前年度を下回る決算額となったところでございます。 

  それでは、お手元の平成２８年度歳入歳出決算書に基づきご説明申し上げます。 

  決算書、歳入事項別説明書５、６ページをお開き願います。 

  １款分担金及び負担金、１目市町分担金の決算額は１３億３,７２９万５,０００円と

なり、歳入総額に占める構成割合は４４.４％となっております。また、前年度比較で

は７,０３３万８,０００円、５.０％の減となり、減となりました主な要因は、歳出に

おいて、５款公債費が減少したこと並びにごみ処理施設長寿命化第Ⅱ期工事に対します

国庫支出金収入におきまして、平成２８年度まで循環型社会形成推進交付金から、平成

２８年度においては二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金に切りかえを行ったことによ

り、交付率が３分の１から２分の１へ増加したことによるものでございます。 

  なお、公債費が減少した要因につきましては、ごみ焼却炉３号炉建設時の借入分並び

にストックヤード施設建設時の借入分の償還が平成２７年度末で完了したことによるも

のでございます。 

  次に、２款使用料及び手数料では、１項使用料として、組合敷地内に設置する電柱等

の敷地占用料４万１,８００円を収入し、２項手数料では、ごみ処理手数料収入として

１億２,０３６万８,９２０円を収入し、その合計額は１億２,０４１万７２０円となっ

たところでございます。 

  また、前年度比較では、９６１万８,８４０円、８.７％の増となり、その要因は中小

零細事業者に対する経過措置、減額割合が３割から２割へと減少したことによるもので

ございます。 

  また、ごみ処理手数料においても、収入未済額が生じた要因につきましては、一般廃

棄物収集運搬業者、いわゆる許可業者１社が破産手続を開始したことによるもので、そ

の対象となります廃棄物量及び手数料額は、平成２７年１２月搬入分１６.２トンに対

します２２万６ ,８００円、平成２８年１月搬入分１３ .２トンに対します１８万

４,８００円及び３月搬入分１４.０トンに対します１９万６,０００円の合計４３.４ト

ンに対しますごみ処理手数料６０万７,６００円となります。 

  ３款国庫支出金は、ごみ処理施設長寿命化計画第Ⅱ期工事に対します、二酸化炭素排

出抑制対策事業費交付金として３億８,１８８万８,０００円を収入したものでございま

す。 

  次に、４款財産収入につきましては、１項財産運用収入として財政調整基金利子４万

５ ,０６６円を、２項財産売払収入として有価物売払収入及び再生品売払代金
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２,２８７万５１５円を収入し、その合計額は２,２９１万５,５８１円となるものであ

ります。また、前年度比較では、３６９万４,４５０円、１３.９％の減となるものであ

り、減となりました要因は、有価物売払代金の低迷によるものでございます。 

  ５款繰入金は、財政調整基金から市町分担金の軽減措置として２,０００万円を繰り

入れたものでございます。 

  ６款繰越金は、前年度からの繰越金を２,４０３万６,４８４円としたものでございま

す。 

  ７、８ページをお開き願います。 

  ７款諸収入では、１項組合預金利子として歳計現金預金利子９１３円を、２項雑入と

して余剰電力売却料７６４万１２２円、再商品化適合物返還金６７０万８,４５７円な

ど、合わせまして１ ,４９６万２,３９６円を収入し、諸収入全体では１,４９６万

３,３０９円となるものでございます。 

  また、前年度比較では、６７７万６,６５８円、３１.２％の減となり、その減となっ

た主な要因は、余剰電力売却料で３０２万４,５６９円の減、再商品化適合物返還金収

入で３４１万９,３０２円の減などが生じたことによるものでございます。 

  次に、８款組合債では、一般廃棄物処理事業債として平成２８年度ごみ処理施設長寿

命化計画第Ⅱ期工事に対しまして１０億８,７１０万円の借り入れを行ったものでござ

います。 

  以上が平成２８年度一般会計歳入に係ります決算額３０億８６０万９,０９４円の内

容となります。 

  引き続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。 

  歳出につきましては、項目が多くございますので、増減額の大きなものを中心にご説

明させていただきたいと思います。 

  それでは、決算書９、１０ページをお開き願います。 

  １款議会費における決算額は１８９万５,３６９円となり、その支出内容は、議員報

酬、速記委託、議員視察研修に係る旅費等の経費となります。また、前年比較では

３６万７,７３４円、２４.１％増となり、その増となりました要因は、議員視察研修が

日帰りから宿泊へとなったことによるもので、旅費及び車輌借り上げに係る使用料及び

賃借料が増となったことによるものでございます。 

  ２款総務費では、２億２,５２２万６,７２６円で、前年度比較９０４万４,７５７円、

４.２％の増となります。 

  それでは、項目ごとに説明申し上げます。 

  １項総務管理費２億一般管理費は、７つの事業に区分した事業別予算で構成しておる

ものでございます。 

  職員人件費では、１億６ ,３０３万７ ,３５０円を支出し、前年度比較では

１,１８８万７,４４３円、７.９％の増となるものであります。増となりました主な要
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因は、人事異動により給料で４０２万６,２７８円、職員手当等で２２６万５,４４０円

が増となったことに加え、負担金補助及び交付金で早期退職者に係る退職手当組合特別

負担金など５３２万９,１５４円が増となったことによるものでございます。 

  この目の支出内容は、正副管理者並びに一般職員に係る給与、期末勤勉手や通勤手当

などの職員手当等共済組合負担金などを共済費で、退職手当組合負担金を負担金補助及

び交付金で、職員人件費として支出するものでございます。 

  次に、広報事業では、年４回発刊しております広報紙や小学生の施設見学に際し配布

しております小学生用リーフレットの印刷製本費１３５万３,６１２円及び広報紙配布

委託に係る経費８１万７,０７０円など、２４６万５,９９０円を支出し、前年度比較で

は５万２,５８０円、２.１％の減となったところでございます。 

  次に、庁舎管理事業では、需用費、光熱水費で庁舎に係る電気代及び各施設に係る水

道料金３５５万４ ,０１３円を、役務費では、各施設に係る建物災害共済保険料

２４０万７,３０４円を、消防設備やエレベータ―設備の保守点検委託等の委託経費

３９９万４９２円などを合わせ、１,０６２万４,４６４円を支出し、前年度比較では

２７５万３,９２０円、２０.６％の減となったところでございます。 

  次に、安全衛生健康管理事業では、健康診断や作業環境調査、安全管理指導に係る委

託経費として２７２万１,５７６円など合わせまして２９５万５,８９１円を支出し、前

年度比較では３２万４,３３４円、１２.３％の増となり、増となった要因につきまして

は、産業医委託料におきまして、委託期間が前年度の９月から３月までの７カ月から、

４月から３月までの１２カ月に増加したことにより委託料が増えたものでございます。 

  電算システム管理事業では、人事給与システム保守やデータべースシステムの更新及

び財務会計グループウエアシステムの保守など、委託経費２９２万２,０６０円など、

合わせまして６８７万９,１８０円を支出し、前年度比較では１７万４ ,７９７円、

２.６％の増となったところでございます。 

  次に、一般管理事業では、管理者交際費や職員研修など委託経費２０９万

８,０００円に加え、各負担金、地域補償費など８８６万９,３２５円を支出し、前年度

比較では１８６万９,８９８円、２６.７％の増となったところであり、増となりました

主な要因は、委託料におきまして人事評価制度構築運用支援業務を新規事業として行っ

たことによるものでございます。 

  次に、情報管理事業では、情報公開個人情報保護審査会及び審議会並びに行政不服審

査会に係る委員報酬１１万２,０００円に加え、事務用機器リースに係る経費１８９万

７,４８８円など２１１万６,８９４円を支出するものであり、前年度比較では９５万

７,４３９円、８２.６％の増となり、その増となった要因は、使用料及び賃借料におき

まして、事務用機器リース期間の更新に合わせ、事務用機器更新計画に基づき段階的に

情報管理事業に経費集約を図ったことによるものでございます。 

  続きまして、１３、１４ページをお開き願います。 
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  ２目会計管理費では、会計管理事業として、需用費で庁内共通物品購入に係る経費な

ど６万８,４９４円を支出するもので、前年度比較では３万２,６５２円、３２.３％の

減となったところでございます。 

  続きまして、１５、１６ページをお開き願います。 

  ３目財産管理費では、財産管理事業として５５９万５,６４７円を支出し、前年度比

較では３２４万７,８０１円、１３８.３％の増となるもので、増となりました要因は

総務省通知地方公会計の整備促進に基づき固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前

提とする公会計制度導入支援業務を行ったことによるものでございます。 

  なお、この目の主な支出内容は、病害虫の発生防止及び駆除、景観維持を目的として

行う緑地管理などの委託経費並びに事務用機器使用料などの経費となります。 

  次に、４目公平委員会費では、公平委員会運営事業として５万２,６７１円を、５目

基金費では、基金運用事業として、 

財政調整基金利子積立金４万５,０６６円を、基金積立事業として財政調整基金積立金

２,２１５万８,０００円をそれぞれ積み立てたことによるものであり、財政調整基金

の平成２８年度末現在高は７,８３４万３,６２０円となったところでございます。 

  続きまして、２項監査委員費では、委員報酬２７万９,０００円など、監査事務事業

として３５万７,７５４円を支出するものでございます。 

  以上が２款総務費決算額２億２,５２２万６,７２６円に対します内容となります。 

  続きまして、３款衛生費についてご説明申し上げます。 

  衛生費につきましては、総額６億８,９２７万９,４４２円を支出し、前年度比較で

５,２９２万５,４８１円、８.３％の増となります。 

  それでは、目ごとにご説明申し上げます。 

  １目清掃総務費では、１億３ ,７７５万９ ,５５０円を支出し、前年度比較

1,１３１万９,３７７円、７.６％の減となるもので、この１目の清掃総務費は職員人

件費及び清掃総務事業の２つの事業別予算で構成しております。 

  職員人件費では、１億３,７６６万２,６４０円を支出し、前年度比較で1,１２３万

３,５５１円、７.５％の減となり、減となりました主な要因は、負担金補助及び交付

金で早期退職者に係る退職手当組合特別負担金など７７２万５２円が増となったとこ

ろでありますが、人事異動により給料で７２０万７６３円、職員手当等で７９２万

８,０２７円、共済費で３８２万４,８１３円が減となったことによるものでございま

す。 

  次に、清掃総務管理事業では、９万６ ,９１０円を支出し、前年度比較で８万

５,８２６円、４７.０％の減となるもので、減となった要因は、作業服等の貸与品購

入費が減となったことによるものでございます。この目の支出内容は、ごみ処理施設、

し尿処理施設、リサイクルプラザ及びストックヤードに従事する職員人件費並びに貸

与品購入に係る経費となります。 
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  １７、１８ページをお開き願います。 

  次に、２目ごみ処理費では、３億４６２万５,０６５円を支出するもので、前年度比

較で６,９３７万２,５６２円、２９.５％の増となるもので、この２目ごみ処理費は、

ごみ処理施設運転管理事業及び公害健康被害補償事業、２つの事業別予算で構成され

ております。 

  ごみ処理施設運転管理事業では、３億３３０万９,４０５円を支出し、前年度比較で

６,９４４万３,８０２円、２９.７％の増となり、増となりました要因は、委託料にお

きましてごみ処理施設運転管理業務を部分委託から全部委託に切り替えを行ったこと

によるものでございます。 

  公害健康被害訴訟事業では、１３１万５ ,６６０円を支出し、前年度比較７万

１,２４０円、５.１％の減となります。この目の支出内容は、ごみ処理施設の運転維

持管理に伴う経費となっております。 

  続きまして、１９、２０ページをお開き願います。 

  ３目し尿処理費では、１ ,８４６万１,５４８円を支出するもので、前年度比較で

８６６万６,３９９円、３１.９％の減となるものであり、この３目し尿処理費では、

し尿処理施設運転管理事業及び下水道投入事業の２つの事業別予算で構成しておりま

す。 

  し尿処理施設運転管理事業では、１,７５２万３,２４１円を支出し、前年度比較で

８２２万２,９９７円、３１.９％の減となり、減となりました要因は、運転管理委託

の集約化によりましてし尿処理施設運転管理料で２５９万２,０００円、また工事請負

費におきまして、工事件数の減少により４９２万５,８８０円が減となったことによる

ものでございます。 

  下水道投入事業では、９３万８,３０７円を支出し、前年度比較で４４万３,４０２円、

３２.１％の減となり、減となった要因は、投入廃棄物量の減少並びに希釈倍率の変動

により下水道終末処理施設への投入総量が前年度と比べまして９,０９３キロリットル、

２７.９％減少したことにより下水道負担金が減となったことによるものでございます。 

  なお、この目の支出内容といたしましては、し尿処理施設の運転維持管理に伴う経費

及び隣接する京都府流域下水道終末処理施設への下水投入負担金等の経費となります。 

  ２１、２２ページをお開き願います。 

  ４目埋立地管理費では、１,０２９万４,３７７円、前年度比較１７１万５,５１１円、

２０.０％の増となるものであり、この４目埋立地管理費は、埋立施設運転管理事業の

みで構成しております。増となりました要因は、工事請負費におきまして、平成

２８年度から勝竜寺埋立地へ焼却残灰が搬入されることを受け、ガス抜き管の補修工

事及び風向風速計設置工事を、埋立地整備工事として施工いたしましたことによるも

のでございます。 

  この目の支出内容は、勝竜寺埋立地の維持管理に必要となる予備消耗部品の購入や排
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水処理施設の運転管理に係る電気料金、法令に基づく環境関係測定等の委託料などの

経費となります。 

  続きまして、５目リサイクルプラザ費では、１億６,５８８万２,１８０円を支出する

もので、前年度比較３３５万１,９１９円、２.１％の増となるものであり、この５目

リサイクルプラザ費では、３つの事業別予算で構成しております。 

  リサイクルプラザ運転管理事業では、１億５,４５５万３,５３７円を支出し、前年度

比較で５１６万５,６５２円、３.５％の増となり、増となった要因は、ごみ処理施設

長寿命化工事に伴い、３号炉施設による運転日数が減少したことにより、需用費、光

熱水費におきまして電気料金が増となったことに加えまして、平成１０年の竣工当時

から使用しております自走式つかみ装置が経年劣化による動作不良により備品購入で

新たに更新したことによるものでございます。 

  次に、再生工房事業では、６３０万１ ,０３５円を支出し、前年度比較１２２万

５,４４５円、１６.３％の減となり、減となりました要因は、工房施設の開催内容等

を見直したことにより、燃料費及び委託料が減少したことによるものでございます。 

  リサイクルプラザ棟管理事業では、５０２万７ ,６０８円を支出し、前年度比較

５８万８,２８８円、１０.５％の減となり、減となりました要因は、需用費、修繕料

におきまして減少があったことによるものでございます。この目の支出内容は、リサ

イクルプラザ施設の運転維持管理に伴う経費、再生工房運営に係る経費、リサイクル

プラザ施設に係る庁内清掃や浄化槽維持管理、エレベーターの点検などの委託経費と

なります。 

  ２３、２４ページをお開き願います。 

  ６目ストックヤード管理費では、５,２２５万６,７２２円で、前年度比較１５２万

８,７３５円、２.８％の減となるもので、この６目ストックヤード管理費は、ストッ

クヤード運転管理事業のみで構成しております。減となりました要因は、工事請負費

におきまして、工事件数が１件減少したことによるものでございます。この目の支出

内容は、ストックヤード施設の運転管理に伴う経費となっております。 

  以上が３款衛生費、決算額６億８,９２７万９,４４２円に係る説明となります。 

  続きまして、４款事業費の内容についてご説明申し上げます。 

  ２５、２６ページをお開き願います。 

  事業費につきましては、総額１８億６,４９９万９,１１５円を支出するもので、前年

度比較では５,１７２万８,６０２円、２.９％の増となります。 

  それでは、目ごとにご説明申し上げます。 

  １目ごみ処理施設改修事業費では、１億５,１５１万４,２８０円を支出するもので、

前年度比較では４,１４８万９,２８０円、３７.７％の増となるもので、この１目ごみ

処理施設改修事業費は、ごみ処理施設改修事業及び附帯施設改修事業の２つの事業別

予算で構成しております。 
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  ごみ処理施設改修事業では、１億４,９００万２,２００円を支出し、前年度比較で

４,１６５万５,６００円、３８.８％の増となり、増となりました要因は、平成２７年

度の定期補修工事実施におきまして新たに発見された腐食等による損傷及び部品の動

作不良など、今後の運転に支障を来す恐れのある機械修繕項目が増えたことによるも

のに加え、埋設高圧電線引き込み線の水没による高圧電線緊急補修工事を行ったこと

によるものでございます。 

  次に、附帯施設改修事業では、２５１万２,０８０円を支出し、前年度比較で１６万

６,３２０円、６.２％の減となったところでございます。 

  続きまして、２目埋立処分事業費では、６,９２３万４,６７９円を支出し、前年度比

較５３万１,６５５円、０.８％の増となるもので、この２目埋立処分事業費では、廃

棄物埋立処分事業及び廃棄物搬出事業、２つの事業別予算で構成しております。 

  廃棄物埋立処分事業では、５,２２６万６,１８０円を支出し、前年度比較で２５万

５,８２８円、０.５％の増となったところであり、増となった要因は、大阪湾フェ

ニックスへの搬出量が増加したことにより、搬出処分委託料が増となったことによる

ものでございます。 

  廃棄物搬出事業では、１ ,６９６万８ ,４９４円を支出し、前年度比較で２７万

５,８２７円、１.７％の増となったものでございます。増となりました要因は、焼却

残灰搬出量が増加したことにより、搬出委託料が増となったものでございます。 

  ２７、２８ページをお開き願います。 

  続きまして、３目リサイクルプラザ改修事業費では、５,４１５万８,０７３円を支出

し、前年度比較９７３万４,０４０円、２１.９％の増となるものであり、この３目リ

サイクルプラザ改修事業費は、リサイクルプラザ改修事業のみで構成しております。

増となりました要因は、工事請負費におきまして、竣工から１９年使用し、経年劣化

が著しい前破砕受け入れコンベアの劣化部分及び底板交換工事を行ったものでござい

ます。 

  次に、４目ごみ処理施設長寿命化事業では、１５億９,００９万２,０８３円を支出す

るもので、前年度比較で２万６,３７３円、０.０％の減となるもので、当該事業につ

きましては、ごみ処理施設長寿命化計画に基づき、平成２６年度から継続事業として

続けておりますごみ処理施設長寿命化第Ⅱ期工事に係る工事請負費及び重点監理委託

に係る経費となります。 

  以上が４款事業費、決算額１８億６,４９９万９,１１５円に係る内容となります。 

  続きまして、５款公債費の内容につきましてご説明申し上げます。 

  公債費につきましては、総額２億６８７万６,３９４円を支出し、前年度比較では

１億５,８２９万３,５６６円、４３.３％の減となります。 

  それでは、目ごとにご説明申し上げます。 

  １目元金では、１億９,６０８万８,９６４円を支出するもので、前年度比較で１億
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５,６４４万６,７５３円、４４.４％の減となり、減となった要因は、ごみ焼却施設

３号炉並びにストックヤード施設建設に伴う借り入れ分の償還が平成２７年度末で完

了したことによるものでございます。また、当該決算に係る元金の長期債償還件数は、

政府債４件、縁故債１件の計５件となります。 

  ２目利子では、１,０７８万７,４３０円を支出するもので、前年度比較１８４万

６,８１３円、１４.６％の減となるものであり、減となりました要因は、元金の理由

と同様でございます。また、当該決算に係る利子の長期債償還件数は、政府債８件、

縁故債３件、計１１件となります。 

  最後に、６款予備費につきましては、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

１１節需用費へ２５万７,０００円を、４款事業費、１項事業費、１目ごみ処理施設改

修事業費、１５節工事請負費へ１４９万６,０００円をそれぞれ充当したものでござい

ます。 

  以上が平成２８年度一般会計歳出決算総額２９億８,８２７万７,０４６円の内容とな

ります。 

  次に、決算書２９ページをお開き願います。 

  実質収支に関する調書でございますが、歳入総額３０億８６０万９,０９４円と、歳

出総額２９億８,８２７万７,０４６円との差引額は２,０３３万２,０４８円となり、

繰越財源が生じないため、歳入歳出差引額と同額の２,０３３万２,０４８円が実質収

支額となったところでございます。 

  まことに簡単な説明でございますが、以上をもちまして私の説明とさせていただきま

す。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○藤井俊一議長 次に、監査委員から審査意見の報告をお願いいたします。 

  辻監査委員。 

○辻 正春監査委員 それでは、平成２８年度乙訓環境衛生組合一般会計歳入歳出決算実

質収支に関する調書及び財産に関する調書につきまして、審査意見を提出いたしました

ので、その概要を申し上げます。 

  審査の方法といたしましては、地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第

５項の規定により、管理者から提出されました一般会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算

事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書についての書類審査を行い、

あわせて担当課長から説明を聴取いたしました。 

  また、計数の確認、予算の執行効率、管理の適否等を厳正に審査し、その結果、いず

れも関係法令に基づいて作成され、これらに記載された計数は歳入歳出簿、その他の諸

帳簿に符合しており、計数は正確でありました。 

  事務の処理状況、歳入歳出の予算執行につきましても、適正に行われておりました。

詳細につきましては、お手元に配付しております意見書をご覧いただきますようお願い

申し上げます。 
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  以上でございます。 

○藤井俊一議長 ただいま、管理者と事務局長から提案理由の説明、また監査委員から審

査意見の報告がありました。本件について質疑を行いますが、質疑の方法といたしまし

て、歳入歳出別にお願いいたします。 

  まず、歳入についての質疑を行います。 

  ご質疑ございませんか。 

  近藤議員。 

○近藤宏和議員 歳入のところでお聞きします。諸収入の方で、再商品化適合物、再商品

化合理化という形で収入が上がっております。３年間の数字しか見られてないんですけ

ども、適合物に関しましては１ ,２５７万円、昨年度が１ ,０１２万円、今年度が

６７０万円、合理化の方が、一昨年が１４９万円、昨年が４５万円、平成２８年度が

８万円という形で決算、上がっているのですけども、ここら辺はどのように分析されて

いるのでしょうか、教えてください。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 再商品化合理化拠出金の方でございます。こちらにつきまして

は、組合から搬出しますその他プラスチック、ペットボトル、これにつきまして、品質

と低減額によって返還されるということになっています。簡単に言いますと、きれいで

あるか、あと再商品化に対してお金がかからないような品質かということで判断されま

す。 

  例えば２６年度につきましては、プラスチック製容器包装の品質、低減額におきまし

て、品質において約１１５万円、あと低減額に対しまして３４万円ほどの返還金、拠出

金収入がございました。２７年度につきましては、このプラスチックに係る品質のとこ

ろで、少し品質が悪かったこともございまして、お金をいただいておりません。２８年

度につきましてもそうでございます。 

  ですから、２６年度に１４９万円あったのが、平成２７年度には４５万円、２８年度

には８万９,０００円ということで、プラスチック製容器包装の品質に係るところが悪

かったということで、お金がいただけなかったというような感じで推移してきているか

と思います。 

  こちらにつきましては、容器包装比率が９０％以上と今後よくなっていけば、また返

還の方は返ってくるんですけども、こちらにつきましては、組合がどうのこうのという

よりも、選別の精度を上げるのはもちろんのことですけども、一般住民さんに対しまし

て、周知を徹底しまして、もう少しきれいに容器包装、洗ってもらって出してもらうと

かいうふうな情報発信をしていったら、また品質の向上にはなってくるのかなというふ

うに思われます。 

  あと、合理化拠出金の方でございます。こちらにつきましては、ペットボトルを搬出

しました分、業者さんの方が入札をして買っていただいております。うちが搬出した分
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に対して、ペットボトル、これ幾らで買いますよというような、入札になっております

ので、年度によって入札単価がばらつきが出てきております。その加減で、うちのペッ

トボトルの搬出量もあるのですけれども、少ないときに落札単価が減少となった場合、

うちに返ってくる返還金の方も少なくなるということでございまして、こちらにつきま

しても社会情勢等、需要と供給のバランスもございますので、業者さんが高く買ってい

ただければ、その分また高く返ってくるというふうな感じとなっております。 

○藤井俊一議長 近藤議員。 

○近藤宏和議員 管理者の方から、独自財源、積極的にという報告があったので、品質の

低下というところは今後の課題という部分があるかもしれませんが、こういう収入とい

うところをつなげていただきたいなというところと。 

  これに係る、事務報告書の２ページの下から２番目のポツなんですけど、これって再

商品化適合物返還金及び余剰電力売却料収入の減少ではないですか、これ、増加ですか。

減少かなと思うので、もしあれやった訂正だけしといてください。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 申しわけありません、減少で、訂正させてもらいます。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 歳入のごみ処理手数料のことなのですが、１億２,０００万円ほどとい

うことで、昨年より１０％弱の上昇ということで、この間、減免を下げるたびに歳入増

になっているのですけれども、このことで幾つか質問なんですけれども、一つは、歳入

が増えるのはいいんですけれども、その割に、その割にというか、事業系の廃棄物の量

が、可燃ごみが、減らないどころか、ここ数年増えてるということについて、昨年も私、

質問しまして、どのようにお考えですかということで質問したんですけど、なかなかそ

れは理由、原因はわからないということだったんですけど、この辺、改めましてこの

１年間どうだったのかなと、お伺いしたいと思うんです。 

  なぜかと申しますと、私もこの件、関心があって、見ていたら、これは乙訓だけでは

なくて、全国的にそういうふうな傾向があるということで、各市町村も何か手を打たな

あかんということで、考えておられるようでありますので、現在の考え方について、お

聞かせいただけたらなと思います。 

  あわせまして、先日、乙環の一般廃棄物処理基本計画、分厚いの、いただいたんです

けど、その計画書の資料のところを見ておりましたら、減量対策を講じた場合に、減量

対策を講じると、平成２８年度から２９年度で、事業系の可燃ごみが激減するような、

具体的に言いますと、年間９,７０２トンから、２８年度、これ推定で書かれてますけ

ど、８,９１６トンへ、１０％近く減量するような、こういう資料が、いただいたとこ

ろに載っておるんですけども、その辺のことも、何か、どういうことを根拠にされてい

るのか、もし今説明いただけるのでしたらお願いしたいと思います。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 
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○服部 潤施設業務課長 事業系のごみの増でございます。こちらにつきましては、また

同じ答弁になるかもしれませんけれども、２８年度に関しましては承諾事業所さんの方

が９６.１トンの減となっております。許可業者さんが５２トンの増となっているんで

すけども、承諾事業所さん、いわゆる多量排出者の方の事業者さんの方につきましては、

組合含め、関係市町さんが、監視体制というたら言葉悪いのですけれども、いろいろな

計画書の提出とか、搬入量、どれぐらい持ってきますよとかいう情報を聞き出して、や

りとりさせてもらってる中で、ある程度抑制の方が効いているのかな、今年度に関しま

しては減になっておりますので。 

  ただ、許可業者さんの方がちょっと増えてますので、こちらにつきましては、小さい

お店の集合体でもございます。なかなかそこまで組合の方も踏み込んだ周知は、広報に

関しまして周知とかさせてもらっているのですけども、個々のお店に対して、どういう

ふうになっているのかというふうな調査まではできないかなと感じておりますので、あ

とは、大きい事業所さんの方につきましては、減量施策、資源化の方に回っていただけ

るのかなとは思っているのですけれども、小さい許可業者さんの集合体は、増えている

というのが事実でございます。こちらにつきましては、何回も同じ答弁になりますけど

も、なかなか組合としてはそこまで原因がつかめていないというところでございます。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 いつまでも原因がわからないということではちょっと困ると思いまして、

どんな手を打ってはるのかなというのをお聞きしたいのですけど、例えば、事業系ごみ

が増えてるというので、まず思い浮かぶのは、資源ごみが分別されずにそのまま入れら

れているということですよね。 

  もう一つは、ひょっとしたら産廃も交じっているの違うかというふうなことも、当然

可能性としては考えられるわけで、それを調べようと思ったら、実際にどんなごみが持

ち込まれているのかを調べるしかないと思うんです。 

  いつだったか忘れましたけど、私、展開検査について、どうされているのですかとい

うことをお聞きして、確か条例で展開検査やるというようなことがうたわれていると思

うんです。そのときにお聞きしましたら、試験的にやってるというようなお話を聞いた

ような、曖昧な記憶なんですけど、実際にそういうことをやって調べるしかないんじゃ

ないかと。あるいは抜き打ち検査をして、そういう不適正な持ち込みがないかというこ

とを、抜き打ちでやるというようなことをやるというのも有効な手かなと思うんですけ

ど、いずれにしましてもわからないわからないではなくて、調べるということが必要で

はないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 こちらにつきましては、展開検査等含めまして、１０月に実施

する予定でございますので、そこで一旦検査をさせてもらいまして、内容物について詳

しく分析していきたいと思っています。 
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  また、しかるべき、搬入禁止物、産廃とか入っておりましたら、請負業者さん、また

はその会社に対して注意の文書を流すなり、対策をとっていきたいと思っております。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 展開検査のこの１年間の実績はいかがでしょうか。それから、抜き打ち

検査をやるというようなことについては、いかがお考えでしょうか。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 展開検査の実績はございません。抜き打ちの方につきましては、

当然抜き打ちで検査をやっていくと、１０月ぐらいに実施しようかなという計画で進め

ております。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 ぜひですね、私、展開検査、そのとき聞いたお話では、そんなに簡単な

ものでは、ちょっと大層みたいな感じなんですけども、しかし、ごみの減量をやってい

くということは、非常に、極めて重要なことで、特に事業系ごみの割合が年々増えてい

るということからいきましたら、やはりそういう不適正なごみの、まず原因を、実態を

つかむということが一歩だと思いますので、年に１回とかではなくて、今後、どういう

サイクルかわかりませんけれど、もっと頻繁にやって、事業系ごみが増えている原因を

ぜひ調べていただきたいと。そして来年には報告できるようにしていただきたいなと思

うんですけど、いかがでしょうか。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 ただいまのご意見に対しまして、前向きに件数を増やしていき

まして、実態解明に努めていきたいと、また報告させていただきたいと思っております。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 先ほど質問しました基本計画の資料、あれでは２８年度から２９年度に

ごみ量が激減しているのは、あれは何らかの施策の効果を想定されているのか、おわか

りになりませんかね、今は。 

○藤井俊一議長 松井 政策推進課長。 

○松井 貢政策推進課長 まず基本計画の事業系の目標についてでございますが、平成

２７年度を基準年といたしまして、１日当たりの排出量が実績で２８トン、事業系でご

ざいます。そちらの方の減量分の目標値につきましては、平成３３年度で２４.９トン

ということで、５年間にいたしますと１,１３７トンの減という形になります。 

  今、議員さんおっしゃいました数値につきましては、可燃ごみの方の数値をおっ

しゃってたと思うんですが、こちらの方は、企業さんの方の減量の意識の向上といいま

すか、手数料も関係しているのかなというふうに考えております。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 しかし、この間、減免やってきて、ごみ量が減ってないのに、どちらに

しても３０年度かなと、３０年度に、初め、手数料の見直しを開始するということの計
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画されてたので、３０年度かなと思ったら、違って２９年度に激減してるので、一体何

だろうなと思って、今手数料の関係で申し上げましたら、実績からいくとちょっとそん

なこと考えにくいので、急に下がるというのは、ちょっと何かそういう施策が、何か考

えておられるのかなと思って、ちょっとお聞きしたかったのですけど。 

○藤井俊一議長 松井 政策推進課長。 

○松井 貢政策推進課長 うちの方の計画につきましては、２市１町さんから収集される

ごみの積み上げで計画の方、数値上げさせていただいておりますので、うちの方といた

しましては、原因の方までは、ちょっとわかりかねるということでございます。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 事業系ごみも、２市１町から出して、その積み上げになってるんですか。

あ、そうでしたか。 

  条例改正につきましては、初め、６月に条例改正をするという計画でしたけども、も

う少し検討しようということで延びまして、ただ、今回やるのは減免を廃止するのでは

なくて、手数料自体を上げるということなので、これまで減免という形で措置していた

ものを、そういうのを、特例をなくしますということではなくて、手数料自体の値上げ

ですので、やはり説明というのは、なぜなのかということも含めて、最終にご負担いた

だく市民、事業者さんに、丁寧な説明が要ると思うんです。 

  そういうことから考えますと、従来から繰り返されておりますけども、少なくとも

１年前には決めて、というか、１２月議会で条例改正をされたいというお話でしたので、

そういう、できるだけ早くというのが、私、全くそのとおりだと思います。 

  そういうことを考えますと、今、１２月議会で、これでいきますということを、いき

なり出していただくのではなくて、現時点で、我々もしっかり考えて、議論していきた

いと思うんです。そこで、今どのようなところで議論されているのかということをお聞

きしたいんです。 

  私としましては、まず、ごみ処理手数料を何に対してかけるのかという原価、原価の

考え方をきっちり決めるということですね。それから、その上で、今回、累進制を採用

すると、私、これは賛成で、恐らくこのことはいいと思うんですけども、じゃあ、その

ベースになる手数料を幾らにするかということで言いましたら、私の考えでは

１,４００円というのは、ちょっとあり得ないと思っていて、１,５００円にするのか、

幾らにするのかということに、話、なってくるのではないかと思うんですけど、そのあ

たりで、何かそれが困難な問題があるのかどうか、今、どの辺が問題になっているのか

ということを、やはり一度議会に現状を説明いただけたらなと、管理者の方にちょっと

お願いしたいんですけども。 

○藤井俊一議長 山本管理者。 

○山本圭一管理者 条例改正の手数料の件に関してですけども、今回、２８年度の決算の

認定を受けまして、しっかりその積算根拠も示せるような形で、過去５年ですけども、
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振り返って、していければなというふうに思っております。 

  杉谷議員おっしゃいますように、これはお金のことに関することですので、しっかり

と議員の皆様にも報告して、議員の皆様の意見も聞きながら、しっかりと条例改正に向

けて手続を進めてまいりたいと思っておりますので、そういう面からしましても、前回

は全員協議会を持たせていただきましたので、全員協議会を持てるような方向でしっか

りと進めて、条例を提案させていただけたらなというふうに思っております。ご理解い

ただけたらと思います。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 すみません、ちょっと、どの辺がね、議論になっているのかというあた

りをご説明いただけたらなと思うんです。鋭意検討していただいているのはわかるんで

すけども、何が問題になっているのか、先ほど申し上げましたように、私はごみ処理原

価の考え方、一番、でも、最終的には、一体幾らにするのかということになると思いま

すので、それについて、１,４００円なのか１,５００円なのか１,６００円なのかと、

現状の据え置きのままでいくのか、１,５００円に上げるのかというふうなあたりで、

私の考えは、引き上げないという選択はあり得ないと思うんです、今後５年間これでい

くということですので、できるだけごみ処理原価に近づけていこうという基本方向を出

していながら、その基本となる金額を上げないということは、私はそういうことは基本

的にはあり得ないと思うんですけど、ただ、実際にそういうことが、やることについて、

大きな問題があるならば、それはやはり解決していかなければいけないと思いますし、

その辺でどういう問題があるのかなということをお聞きしたいんですけど。 

○藤井俊一議長 山本管理者。 

○山本圭一管理者 ベースに関しましては、２８年度決算認定受けて、しっかりと根拠を

示せていければと、また近隣の状況もございますし、排出の事業者の景気の動向含めま

して、圧迫と言うたらあれですけども、その辺のことも含めながら検討していかないと

いけないと思いますので、ただベースの大きな課題、課題といいますか、１,４００円、

１,５００円、１,６００円、それもしっかりと検討させてもらって、正副管理者で話し

合いもしながら、そして皆さんの方にもお示ししながら決定していければなというふう

に思っておりますので、まだ本当に、２８年度決算の認定を受けて、しっかりとその辺

も、ベースも含めまして、根拠に基づいて示せていけたらなと思ってますので、そこも

ご理解いただけたらと思います。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 ちょっと、なかなか理解しようにも。弱っちゃったな、意見の食い違い

ということではなくて、どういうふうな問題、検討しなければいけない問題がある、検

討しなければならない課題があるのかというあたりを、ちょっとご説明いただけません

でしょうか。 

○藤井俊一議長 河野事務局長。 
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○河野一武事務局長 ただいまのご質問でございますけれども、一番初め、質問していた

だいたときに、手数料値上げということでご質問いただいたと思いますけれども、今回、

条例改正を今進めておりますのは、あくまでも手数料の値上げというわけではなくして、

あくまでも料金の制度改正という視点で、今、考えさせていただいております。その制

度改正の中身につきましては、あくまでも今のごみの減量化につながるような手数料設

定、体系を作っていきたいという考えを今進めておるところでございます。 

  従来、全員協議会の中で、原価につきましていろいろとご説明の方させていただいて

おりますけれども、２８年度決算が今回できましたので、その決算を踏まえて、過去

５年間の平均値でそれぞれの原価を算出しております。直接経費に関する原価、それと

投資的経費に関する原価、それと間接経費に関する原価、それぞれを足し合わせますと、

条例ご説明をさせていただいておりますトン当たり３万６,０００円という金額が出て

おりましたけれども、今回、それを積み上げますと１,０００円ほど上がるというよう

な処理原価が出てきております。あとは、その処理原価を、どの原価を組み合わせて料

金設定をするのかというところが、今協議をしております内容となっております。 

  今、現状１,４００円という実質の条例単価が出ておりますので、その１,４００円か

ら、あまり、２倍も３倍もという極端な値上げもなかなかできないということも踏まえ

まして、一定の処理原価の組み合わせを今検討しているところでございます。 

  それと、１,４００円をどうこうということでございますけれども、あくまでもごみ

の減量化につながるような、インセンティブ効果という、やる気を起こさせるような単

価設定をすることによって、ごみの排出抑制を行うということは、今回の目的になって

きますので、その単価が幾らになるかという部分については、十分各市町のご意見もお

聞かせいただきながら、また正副管理者のご意見もお聞かせいただきながら最終的な方

針決定をしていきたいなというふうに考えております。 

  今の１,４００円がどうかというところでございますが、議員もご承知のとおり、過

去から段階的に経過措置という形で、年間１４０円ずつ、１０％ずつ上がってきている

ような状況でございます。昨年は８０％、今年度は９０％、来年の４月で１００％とい

うような形にもなってまいります。その１００％で今１,４００円に、やっと揃うとい

うようなところになっておりますので、それが１年先にまた値上げをするというのも、

一定どうなのかというところも含めて、一定協議を進める中で、必要があれば値上げを

していかなければいけませんし、一定の周知期間という部分、また排出者のご理解をい

ただくためには、一定の説明責任というのも出てまいりますので、そういったものをい

かに期間を設定する中で進めていくのかという、そういった部分も含めて、値上げをす

るのかしないのかという最終決定をしていきたいというふうに今考えております。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 今、ごみの減量につながる手数料の見直しをするということで、ご説明

あったんですけど、私も、減免の廃止をして、その影響を受けるのは事業系ごみの８割
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ぐらいですよね、収集業者による持ち込みごみ。手数料の減免を廃止したら、８割のご

みに対して値上げになるわけですよね。そういうふうにして段階的に引き上げてきたの

にですね、ごみは減っていないと。 

  だから、ごみ処理手数料をちょっと値上げして、それがどう効果があるのかと、なか

なか見通せない、そういう意味で、何で減ってないのかというあたりは、先ほど言いま

したけども、別途やっぱり調べ上げなあかんと思うんです。 

  それと、手数料の見直しについては、単に影響がどうのこうのだけではなくて、それ

ぞれの市町が抱えている事情等もおありのように、ちょっと聞いておりまして、やはり

具体的な意見というよりも、検討しておられる課題なんかについては、ぜひ、今、これ

以上しつこく聞くのはやめますけども、ぜひ、今後、提起いただきたいなと。ぜひ、条

例改正案を出されるに際しては、あらかじめそういうことの出された意見、問題、それ

をどう検討したのかということを含めて、議会に報告なり説明をいただいた上で提案を

していただくように、ちょっとぜひ要請をしたいと思います。 

○藤井俊一議長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  ないようですので、歳入を閉じさせていただきます。 

  それでは、次に、歳出についての質疑を行います。 

  ご質疑ございませんか。 

  岸議員。 

○岸 孝雄議員 埋立処分事業費について質問させていただきます。平成２８年度におい

ては焼却灰のほぼ全量をフェニックスの方に搬入されておったかと思います。平成

２９年、これが半分になったということですが、この間、フェニックスの計画、拡張の

議論が始まっているように伺っているのですが、このあたりの進捗、フェニックス側の

この計画の拡張といいますか、拡大、この辺の状況はいかほどなのか。 

  搬入量について、向こう３年あるいは５年間の中長期的な見通しとして、乙環からの

搬入量はどのように推移する可能性があるのか、そのあたり少しお聞かせいただけます

でしょうか。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 今ご質問いただきましたフェニックスの３期計画についてでご

ざいます。９月５日ぐらいに発表されてはおるんですけれども、御存じのとおり３期計

画が、神戸沖処分場の建設を実施するに当たり、２９年２月から環境影響評価をされて

おります。そちらにつきまして、フェニックスの考え方としましては、新たな処分場の

設置事業ということで、新たな処分場の事業が実施されるべき区域としましては、六甲

アイランド南建設事業として、過去に免許を取得し、着工した区域のうち未施工の部分

で着工するというような情報が発表されております。 

  こちらにつきましては、おおむね８年程度で護岸の建設等の工事を実施しまして、お
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おむね２０年程度にわたって廃棄物の埋立を行うと。以前にも答弁させてもらったかと

思いますけど、内容については現段階ではそれ以上のことは決まっておりません。 

  先立って、大阪の促進協の方から、５月ですか、過去、これから平成６０年までのご

みの処理の搬出状況はどうか、灰の埋立地の容量はどうかという調査アンケートが来ま

した。そちら辺につきましては、各市町さんにご協力いただきまして、ごみの搬出量を

出していただきまして、こちらで整理させていただいて、一応数字としては計数はさせ

てもらいました。 

  内容としましては、各人口が増と、ごみ量は少し減少になるけども人口はほぼ２市

１町さんで増の要因が見込まれるということから、搬出量は増量でアンケート調査は答

えさせていただきました。ただ、取りまとめがまだできておりませんので、それを近畿

２府４県、１６８市町村の按分、どういうふうにされるか、ちょっとわかりませんけれ

ども、そこで何らかの一定の結果がくると思われます。来年、再来年から反映できるも

のであるかは、わかりませんけども、増量の要求はさせていただきましたので、あとは

フェニックスの方からの回答待ちということになっております。３期計画で影響評価の

方は実施されたというふうには聞いております。 

○藤井俊一議長 岸議員。 

○岸 孝雄議員 であれば、ここ直近数年間はこの現在の搬出量、これはもうほぼ変わら

ずで、引き続き計画をしなければならない。これが乙環が置かれている現状という認識

で間違いはないでしょうか。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 要望が通れば若干の増量はございます。ただ、今までみたいに

６,０００トン丸々持っていくというような結果にはならないとは思います。今の段階

では。 

○藤井俊一議長 岸議員。 

○岸 孝雄議員 今、通常のごみ搬出について質問させていただきました。あと、これ、

私、大山崎町議会での一般質問で取り上げたのですが、災害廃棄物の対策についてでご

ざいますが、今、この乙環内で災害廃棄物の、例えば一時保管であったり、その後の、

他の自治体であったり、他の機関との何か協議、この辺りはどのような状況でしょうか。 

○藤井俊一議長 松井 政策推進課長。 

○松井 貢政策推進課長 ただいまのご質問でございますが、今年度、環境省の近畿地方

環境事務所の方から、災害廃棄物計画の策定をする地域について、策定にかかわる、災

害廃棄物の排出量とかし尿の量とか、いろいろな推計値を算出するモデル事業というの

がありまして、それに構成市町とともに乙訓環境衛生組合と４団体の連名で応募させて

いただきました。 

  ５月１７日に採択されまして、今現在、環境省含めまして、４団体とともに、今ご心

配されております大きな災害、地震のときの災害廃棄物量、それとまた風水害について
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の廃棄物の量と、それぞれを算出する事務を、今、進めている最中でございまして、管

理者の報告にもございましたが、今年度の末ぐらいにはその報告書が上がってきて、そ

れをもとに、今後、自治体の方が独自の災害廃棄物の計画を策定するという予定でござ

います。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 職員研修で、例えば乙訓環境衛生組合の職員研修というのは、２０名が

受講されたり、新任の職員についての研修、わかるわけですけども、それ以外の方の、

非常に対象者が少ないという中で、この研修における効果というのはどのように評価さ

れているんですか。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 組合職員研修の出席人数につきましては、本組合の性質上、各施設

ごとに部署が分かれておりますので、各部署を不在にするわけにいきませんので、そこ

については、参加可能な業務に支障のない範囲での職員を、参加いただくということで

実施させていただいております。 

  その他、基本的には、能力研修、職務上の能力の研修、それから倫理等の研修、分け

て、基本的には京都府市町村振興協会が、各市町村の職員、それと、若しくは京都府職

員と合同での研修ということで、いろいろ種別ごとに研修を実施されておりますので、

そちらの方に１名ないしは２名、場合によっては４名まで、２８年度は最大４名ですけ

れども、それぞれ対象職員を、未受研の者、随時受研させていくということで実施して

おります。 

  組合の職員研修につきましては、現在の組合の職員の課題でありますとか、それから

業務に活かせるような研修を、研究しながら、毎年メニュ－を変えまして実施をさせて

いただいております。それらの受研内容につきましては、もちろん研修後に、それぞれ

職員が担当業務を行う中で、その研修を活かして、能力を伸ばして、活かして職務に更

に精励いただいているということで認識をしております。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 特に今後の人事評価制度の実践いうことでの、進められようとしている

わけですけども、人事評価制度そのもので一番問題なのは、誰もが納得できる評価が、

基準があるかということが問題になるわけです。ともすれば、使用者側が使いやすいよ

うな、物差しを置いてやるのか、それとも、本当に職員が、誰もが納得できる制度で

やって、これやったら頑張ろうというような制度になるのかが、分岐点や思うんです。

その点はどうお考えなんですか。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 人事評価制度につきましては、地方公務員法の改正に伴いまして、

平成２８年度から義務づけされたところでございます。本組合におきましても昨年度か

ら人事評価制度構築に向けて取り組みをさせていただきました。 



 

―30― 

  しかしながら、単独での査定というのはなかなか難しい部分がございますので、

２８年度から委託業務によりまして、コンサルタント業務をお願いしながら、実施をさ

せていただいておるところでございます。 

  組合におきましては、昨年度は、まず人事評価制度そのものがどういった制度である

のかということを、まず職員に認識していただくための研修、それから評価者に対して

は、どのような基準で評価をしていくのかということの研修を実施させていただきまし

て、評価者の甘辛の温度差をなくすような取り組みを中心にさせていただきました。 

  人事評価制度の評価基準につきましては、もちろんマニュアルの方、組合の方で作成

をいたしておりますが、それについては全職員の方に配付もいたしまして、開示した中

で、このような基準で評価をしていくということは、各職員にも周知をした中で、人事

評価制度の方は実際取り組みを進めておるところでございます。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 人事評価制度というのは、労働条件あるいは賃金ともかかわる問題です

から、本来ならば労働組合があれば、そことの協議の対象になるわけです。でなければ、

上意下達的な方向になりがちなんです。上からの、決まったということで、ですから、

こういうシビアな問題を、徹底的に、私は人事評価制度そのもの、よしとする立場では

ないんですけど、やられるとすれば、本当に納得がいき、しかもやる気が出るような制

度でなければ、導入しない方がましなんです。逆にいうたら、個々の気持ちが分断され

るような方向に働いたら、全く効果ないわけですから、その点、十分、慎重にやられる

ことが私は大切だと思うんです。どうでしょうか。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 本組合の導入しております人事評価制度の大きな特徴といたしまし

ては、評価者との面談制度を設けております。評価者と被評価者との面談を実施する中

で、意見交換をしていくというようなことも取り組みを進めております。 

  また、昨年度につきましては、初年度ですけれども、年度末に、人事評価制度の評価

結果の方は、各評価者から被評価者の方に開示させていただきまして、あわせて各職員

にアンケート調査も実施させていただきました。 

  昨年度のアンケートで職員から意見をいただいた中では、やはりこれまでは目標が、

どのような目標で組合が取り組みを進めようとしているのか、所属長がどのような考え

方で、方法をもっているのかというところが、もうひとつ不明確であったところが、面

談、人事評価制度によって目標設定をする、面談によってそのような詳細なところを直

接所属長に聞くことができるということで、目標がわかりやすくなったというような意

見もいただいておりますので、そういう面では、この面談制度というのを取り入れたこ

とによって、一定の、組合にとりましては、全職員が同じ方向を向いて取り組んでいく

という大きな人事評価制度の一つの目標の面では、効果があるのではないかというふう

に考えております。 
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○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 労働条件に関する問題も、シビアな問題もあるわけですから、これは本

来ならば対等に協議すべき問題なんです。だから、そういう意味では、労働組合がない

ような状況で、よほどきちっとした、職員に十分理解できるような、合意形成を図って

いくいうことが大変重要や思うんです。労働組合があれば、労働条件は職員を守る、利

益の代表として積極的に提案もするわけですけども、そういったことがない状況で、本

当にきめ細かな対応が、しかも誰もが納得できるような評価基準、例えば、自主評価い

うのもあるんです。自主評価と上の方が出された評価と、突合して話し合うということ

での、民主的なやり方も一つの方法として上げられるわけですから、単に上から目線

じゃなしに、客観的に下からも、自主評価していくといったことも含めて取り上げなけ

れば、なかなかやる気が起こらないような職場ということになってしまったら、これは

とんでもない、導入したことがよくない方向に出てくるわけですから、シビアな問題で

すから、よほど十分な準備周到、それから合意形成が図れるように進めていただきたい

思うんですけど、どうでしょうか。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 ただいま議員の方からご意見いただきました自己評価につきまして

も、各職員が実施をしております。評価者においては評価をしております。今回の議案

と直接関係ないですけれども、今年度につきましては、被評価者についても、評価、ど

のようなふうに自己評価をしていくのかということで、評価基準が、評価者と被評価者

とが、温度差が、なるべく同じ物差しになっていくようにということで、被評価者に対

しても自己評価研修というのを実施させていただいたところでございます。 

  評価者には評価者研修を実施しておりますし、目標設定についても、今年度は、より

実践的な目標が立てられるようにということで、実践研修ということも、そういう形で

研修メニューも変えながら実施しております。 

  人事評価制度の大きな目標というのは、第一には人材育成というものがございますの

で、人材育成を行って組織の能力を高めていくということが大きな目標でございますの

で、これからは職員数が減少していく中で、それぞれの能力をしっかり発揮していただ

けるように、人材育成を中心に引き続き取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 ご答弁ありがとうございます。職員数の状況、新入の関係では、これ、

退職者が４人、採用が２名という状況なんですけども、今の状況がオーバーワークな状

況になっていないのかということ、今後の職員の採用計画も含めて、やはり働きやすい

職場ということになれば、あまりにもオーバーワークな状況というのは、退職の原因に

もなるわけです。ですから、そういう意味では、本当に納得がいき、やりがいのある、

しかも、例えば、今残業とか、状況については、どのような状況になっているの。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 
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○古賀一徳総務課長 超過勤務につきましては、平成２８年度は一人当たり、平均、月

４.１時間でございます。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 先ほどお話させてもらったオーバーワークになっていないかということ

は大変重要な問題で、これは職場環境をつくる意味でも基礎的なものですから、過重な

負担ということになれば、やはり心身的なストレスもかかるわけですし、その点はどう

分析されているんですか。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 まず、個人ごとの仕事のウエイトに関連しましては、先ほどの人事

評価制度の中で、所属長との面談もございますので、そこで事務分担、事務分掌をそれ

ぞれ、どのような状況にあるかということも、そこで声を聞きながら進めていきたいと

ころでございます。 

  あと、職員のストレスに関しましては、本組合５０人未満の団体ではございますが、

昨年度からストレスチェック制度も導入いたしまして、まず、それぞれ個人のセルフ

チェックということで、ストレスチェック制度を導入いたしまして、自身のストレスを

まず自身で理解していただくということの取り組みを進めております。 

  また平成２７年９月からは、産業医委託の方も、本来こちらの方５０人未満の組合で

はございますけれども、委託をいたしまして、特に本組合におきましては、現在、幸い

精神科の専門の先生の方に委託の方できておりますので、そちらの先生のアドバイスも

いただきながら、取り組みを進めているところでございます。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 ちなみに聞くわけですけども、年次有給休暇の取得率、何％になります

か。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 平成２８年度におきましては、平均６５.１％でございます。これ

は年間２０日をベースに換算いたしております。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 ６５.１％いうのは、２０日を全部消化される方という解釈でいいんで

すか。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 日数換算いたしまして、平均で約１３日ということでございます。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 まだまだ、そういう意味では、やはり休暇が取りづらい状況にあるので

はないかというような、私は思いをするわけですけども、年次有給休暇というのは、や

はり大変重要な、働く者にとっては、休暇ですから、これ、やっぱり１００％活用でき

るような労働環境を作ることが、私、働きやすい職場を作る何よりの環境整備やと思う
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んです。そういう意味では、やっぱりオーバーワークになっているような状況が否めな

いということは、この取得率の面からも、私判断できるわけですから、その点での、今

後ぜひ努力をしていただくように、これはお願い申し上げます。 

○藤井俊一議長 岸議員。 

○岸 孝雄議員 ストックヤード費についてお聞きいたします。ストックヤード費の中で、

２８年度、廃乾電池の処分委託料３２０万円、廃蛍光灯処理委託料１１８万円というこ

とで上がっております。ご承知のとおり、水銀については国際枠組みであります水俣条

約が発効いたしまして、聞くところによると、この１０月１日には廃棄物処理法の施行

令の改正が行われるということをお聞きしております。 

  基本的にこの条約で水銀の流通が原則禁止となると、この辺の、今、これ、確か野村

興産でリサイクル処理をされているかと思うんですが、この辺の費用の動向はどのよう

にお見通しをされているのでしょうか。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 ただいま議員がおっしゃいました水俣条約、８月１６日に発効

して、締結されております。こちらにつきましては、今おっしゃったように、廃掃法で

は、２９年１０月から、もう既に始まっております、あと、大防法、水銀汚染防止法、

ともに追従して改正の方になってくると思われます。 

  野村興産に問い合わせをいたしましたら、今の現状、水銀条約が発効されて、今新た

にどうのこうのという話は、全然ございませんと。今までどおり水銀の処理はさせてい

ただきます。ただ、単価の方につきましても、今現状、市町村から出る分につきまして

は、野村興産曰く、一般の産廃から比べたら、全然量が少ないので、今すぐには処理の、

値上げの方は考えておりませんと。ただ、値上げするとしても、１円程度で、多分値上

はしないだろうという、今、電話のやりとりで、正確な文書はもらってませんけども、

というふうになっております。 

  確かに、水銀条約ができまして、輸出等ができないということで、そちらの方の処理

につきましてはどうやいうことで、問い合わせをしましたら、今、まだ水銀の製品とし

ては流通しておりますので、大学の研究機関、あと水銀を製品に使ったものがまだあり

ますので、そちらには、多少は出ていきますと、ただ、どうしても余剰になってきます

ので、そちらにつきまして、今、国の方と、お話合いをさせてもらって、固化ポリマー

にして、どう処分していくのか、どう埋め立てていくのか、というような話はさせてい

ただいていますということでございます。 

○藤井俊一議長 岸議員。 

○岸 孝雄議員 費用の方、今ご答弁いただきました、ほぼ現状と変わらずで推移するで

あろうということですが、もう一つの関心は適正処理、処理方法をどのように処理して

いくのかというところは、やはり引き続き情報は収集していただきたいと思います。 

  国際的な枠組みなので、住民の方々の関心も高いものと思います。一般家庭から、当
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然乾電池、それから蛍光灯というのは、一定量、これ、出てますので、事務報告書を見

ても、これ、そこそこの数量、出てるかと思うので、その辺、住民さんに対して、自分

たちが出した乾電池であったり、あるいは蛍光灯が、どのようなプロセスで、どのよう

な処理をされているのかというのは、今後、説明責任が、これは一定やっぱり発生して

くるかと思うので、この辺のプロセスの見える化というのも、乙環としてしっかり把握

して、住民さんにしっかりとこの辺は周知というか、説明責任があるかと思うので、こ

の辺の方策についても、ぜひ前向きに検討いただきたいと思うんです。我々議員も、

やっぱり当然、住民さんに対して説明責任がありますので、この議会の中でもしっかり

と情報開示をいただければと思います。 

  この後もし何かご答弁いただけるようであれば。なければ結構です。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 排ガス中の水銀の測定を、義務づけられたのか、いつからか、ちょっと

忘れたんですけど、聞きましたら、今年度からやってますということをお聞きして、あ

あよかったと思ったんですけど、水銀て、どういう測定、ずっと測定して、何か高い値

が出たら何か止まるとか、どういうふうなことになっているのか、ちょっと詳しく教え

ていただきたい。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 こちらにつきましては、排ガス測定、うちのごみ処理施設で稼

働しているときに、月１回やってますけども、同じ分析方法で、ガスを吸引しながら、

ある一定時間吸引して、粒子状とガス状という、水銀に関しては２つのタイプで分析す

るのですけども、ある一定の時間、ちょっと時間、すみません、何分かはちょっとわか

りませんけども、一定の時間ガスを吸引しながら、分析計にかけて測定するというふう

になっております。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 質問の趣旨は、水銀って、あらゆるごみに満遍なく入ってるものでなく

て、特定のところに入っているので、ずっと測定しないと、実際にはなかなか難しいと

思うので、そういうふうに常時で観測して、何か異常があったら警報が出るようなこと

になっているのかなと、ちょっとそれを知りたかったんです。 

  何でお聞きしたかというと、東京とかで、何かよくそういうことで、水銀が、測定値

を越えて、焼却施設が止まるとか、そういうことがしばしば起こっていると、頻度によ

りますけど、聞きまして、そんなに水銀て含まれているのかと、ちょっとびっくりした

ことがありましたので、ちょっとお聞きしたいんですけど。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 ２４時間、焼却炉が稼働しているときに、連続測定ではござい

ません。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 
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○杉谷伸夫議員 ではないんですね。どの程度の間隔で。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 焼却炉が稼働している、例えば月に、排ガス測定も同じなんで

すけど、排ガス測定は、うち、連続測定する機械はございます。水銀に関してはその機

械ございませんので。一酸化炭素とかの連続測定はございますけども、水銀に関しては、

まだ全然そういう機械がございませんので、連続測定ではなく、業者さんに来てもらっ

て、分析してもらうと。ですから、ずっと監視、ずっと測定できるということではござ

いません、現時点で。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 最初に言いましたように、水銀みたいなものこそ、ずっと常時測定しな

いと、あまり意味がないんじゃないかなと、ちょっと思ったんですけど、そういうもの

が、乙環にはないということですね。わかりました。現状、わかりました。 

○藤井俊一議長 それでは、議事の途中でありますが、議事の都合により、午後１時まで

休憩いたします。 

休憩（午後 ０時００分） 

―――――――――――――― 

再開（午後 ０時５６分） 

 

○藤井俊一議長 それでは、休憩を閉じ続会いたします。 

  午前中に引き続きまして、歳出に対する質疑を行います。 

  北林議員。 

○北林重男議員 ずっと見てますと、業務委託が大変多い。一般の我々の、市役所から考

えれば、特殊な事情もあるんですけども、内部でやるものはやるということ、今そうい

う流れの中で、全部委託なんかも出てきてるわけですけれども、そこで問題なのは、適

正単価できちっと契約されてるかということが大変重要になるわけです。 

  ともすれば、１社となれば、言いなりに近いような値段で、本当に積算して、きちっ

と両社が納得した中での契約ができてるかどうかいうのが、非常に大事な問題で、これ

は税金を投入するわけですから、そういう意味でのチェックは大変重要やと思うんです。 

  もちろん清掃の業務に対しても、個々の清掃の作業者の方々の最賃制を含めて、賃金

が守られた状況での契約なのかも含めて、厳しくチェックが今必要だと思うんですけど

も、業務委託でのそういった厳正なチェックあるいは契約がきちんとされているのかと

いうことについてお尋ねします。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 業務委託に関しましては、複数に受注できる業者がある場合には、

基本的には、まずは原則入札ですけれども、金額に応じましては見積もり合わせという

ことで、複数業者から見積もりを徴取する中で、契約金額の方は決定させていただいて



 

―36― 

おります。 

  その金額の方につきましては、従前から継続して毎年度実施しているものについては、

前年度との推移も見ながら、あと、実際の業務の執行内容、適正に業務が遂行されてい

るかどうかを、検査を行っておりますので、その検査の結果も踏まえながら、価格の方

は、適正であるかどうかというのを判断させていただいているところでございます。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 例えば、ごみ処理の関係で、全部委託された業務がございますね。これ、

全部委託がどうかというのも含めて、本来ならば技術継承を職員がやっていくべき仕事

が、全部委託によって、その仕事そのものがなくなってしまうということになるんです

ね。ですから、それは技術の継承にはならないということになるわけですけども、全部

委託が、本当にそれがいいのかと、それで膨れ上がってると、委託料が、ということも

あるわけですけども、その点の委託そのものについて、やっぱりメスを入れる必要があ

るのではないか、ましてや、職員の技術継承が絶たれるような委託の仕方が正しいのか

どうか含めて、検証が必要だと思うんですが、どうでしょうか。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 運転委託の全部委託は、技術継承云々ありますけれども、以前

にも答弁させてもらってますけど、全部の業務委託を、丸投げしているということでご

ざいませんので、運転操作、維持管理についてはお任せしていますけども、やはり工事

内容とか修繕につきましては、うちの職員が、技術のある者が一緒にやって、同じよう

に切磋琢磨しております。また、プラントメーカーさんのグループ会社ということで、

設備もよく御存じでございます。お互いが勉強し合って、うちらの方も今教えてもらっ

てることも多々ありますので、技術継承云々というよりも、直接職員が工事の現場に立

ち会って、計画していくなり、やってますので、そこら辺は問題ないかなというふうに

判断しております。 

○藤井俊一議長 北林議員。 

○北林重男議員 実際には、今までやられたんが全部委託になったということでは、技術

継承には、なくなったということになるわけですけども、これから職員を育てる場合に

おいて、そういった事例がどんどん増えていくことが正しいのかいうことですね、本来

ならば内部努力で、出してる分も含めて、引き返して、業務に当たるいうこともやらな

ければ、どんどん委託業務が増えていくというような状況が、本当に正しいのかどうか、

効率性とか、ばかりを求めるというのが、この組合のあり方として問われていると思う

んですけど、どうなんでしょうかね。 

○藤井俊一議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 委託業務の、まず考え方というところでございます。運転関係の委

託につきましては、特にごみ処理施設については、従来部分委託ということで、夜間、

それとあと日祝日ということでお願いをしておりました。しかしながら、昨年、２８年
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度から全部委託ということで、２４時間委託をしてしまうということで、切り替えをし

ております。 

  その関係で、まず技術継承の関係でございますが、先ほど課長からありましたとおり、

全てをお願いするというわけではなくして、今回、運転管理についてはお願いはしてお

りますけれども、工事の内容であったり、その現場確認であったり、そういったものに

ついては、組合の職員も同時に現地の方、確認をすると。また、その工事の内容につい

ても検証していくということで、今現状、進めさせていただいております。 

  それと、今後の委託のあり方というところでございますが、やはり組合の職員も今

トータル３４名、再任用含めて３４名おりますけれども、少ない少人数の中で、運転管

理も直営管理をしていくというのはなかなか難しいというような状況にもなってきてお

ります。 

  しかしながら、止めてはならない業務でございますので、そういったものを継続的に、

また恒久的につなげていくという視点から、メーカーさんのグループ企業にお願いする

ことで、そのプラントの設計思想から十分熟読された作業員さんに十分運転をしていた

だく、なおかつ、それにプラスアルファすることで、組合が今まで数十年抱えてきた技

術力を融合させる中で、適正な運転の継続保持に努めていきたいというふうにも考えて

おりますし、今後の組合職員と委託業務のあり方につきましては、組合職員を今後増や

すのか減らすのかという視点と、委託業務を増やすのか減らすのかという視点、その辺

総合的に判断をする中で、今後どうしていくんだというところを見据えていかなければ

ならないというふうに考えておりますので、ただ、今現段階では、組合の集中改革プラ

ンの中では、一定組合の職員を３０名まで減らすという今の計画もございますので、そ

の辺は従来からご意見いただいておりますとおり、その本当に３０人が良いのか悪いの

かというところも踏まえて、今後検討していきたいというふうに考えております。 

○藤井俊一議長  北林議員。 

○北林重男議員 今、特に公共事業については、公正な取引ができてるかどうかいうのは

大変重要な問題で、設計労務単価、公共事業においては、よく言われるわけですけども、

それがきちっと守れているのかと、しかも、極端に低い値段で落札するということは、

このごろはないんですけども、ただ、あまり高いと、落してもらえないという状況もあ

りますから、その点の兼ね合いが大変重要なんですけども、いろいろな委託業務におい

て、そういった単価、これは例えば清掃業務なんかでも、働く人のきちっとした、最賃

含めたものが、守られて契約されているのかということも、もちろんチェックされてる

と思うんですけど、契約時点において、そういった詳細な取り決めなしに、この金額で

契約ということで落札されているのか、その点どうなんでしょうか、厳正な取引という

ことでは。 

○藤井俊一議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 まず、入札する業務に関しましては、もちろん入札の札になります
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ので、それはそうしておりますけれども、ただ、随意契約の関係につきましては、あく

までも業務発注をしている中で、例えばこの業務に何人の人数を入れなさいというよう

な発注はしておりません。あくまでもこのごみの焼却炉の運転管理業務という中でお願

いをしておりますので、あくまでもそのメーカーさんが必要な人員をそこに配置される

というような形で、今業務発注をしているというようなところでございますので、あく

までもこの業務に何人、一人当たりの労務単価が何人の積み上げで幾らというような形

では、今現状ございません。 

○藤井俊一議長  北林議員。 

○北林重男議員 今後、職員を３０名ということでおっしゃいましたけども、そうなれば、

否応なしに、外注というか業務委託が増えざるを得ないような状況が作り出されてくる

わけですけども、本来ならば内部でできるものはできて、なるべく業務委託はなくして

いこうというような一般的な流れの中で、どんどんそういったことで、増えていくこと

が、あり方として正しいのかと、人が減れば外注あるいは業務委託が増えるといったよ

うな現象が本当にいいのかどうか含めて、考えなければならない、そういうことも総合

的に計画の中に反映していくというところが、大変重要だと思うんです。でなければ、

職員を減らしたということだけを、計画の中に入れるのじゃなしに、本当に働きやすい

職場で、しかも、収支の関係ではやはり利益がそこそこ出てきていると、もう膨大な利

益出す必要ないですけど、そういう組合のあり方ということが大変重要やと思うわけで

す。ですから、そういう点では、今後計画において、抜本的な見直しをしなければ、

３０名減った、今度２８名にしよかと、言ったことで済む問題ではないですね。その点

どうなんでしょうか。 

○藤井俊一議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 今現段階では、先ほど申し上げたとおり、３０名というのが今現計

画ではございます。しかしながら、今、国会でも議論されておりますとおり、公務員の

定年退職が６５歳まで延びるというようなことも今議論されているような状況になって

ございます。また、今現状におきましては、６０歳定年ではございますけれども、再任

用勤務ということで５年間、６５歳まで来ていただくということも、今現状、しており

ます。 

  そういったことも十分踏まえまして、今後の組合の定員管理計画を一定見直しをする

中で、今後の委託のあり方、また組合の職員の必要人数は何人だというところも踏まえ

て、一定検討していきたいというふうに考えております。 

○藤井俊一議長  北林議員。 

○北林重男議員 ぜひ検討していただきたいと思います。 

  それから、乙環で、働き方改革ということで、この点ではよそに誇れるというような

実践されているようなことございましたら、ぜひご披露、お願いいたします。 

○藤井俊一議長 河野事務局長。 
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○河野一武事務局長 ちょっとなかなか答えにくいご質問ではあるんですが、特に他の団

体さんと違った形で何かをしてるということは、一定ございませんけれども、少ない人

数であればこそ、できるだけそれぞれの立場、ございますけれども、一定意見交換がで

きるような職場づくりに、今努めているというようなところでございます。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 ちょっと関連になるんですけれども、決算書を見まして、改めてごみ処

理施設の全部委託をして、７ ,０００万円ぐらいから１億４ ,０００万円に倍増、

７,０００万円上がったということで、やっぱりこれはかなり大きいなと、改めて

ちょっと認識したんですが、やはりあのとき、どうして、随意契約で、従来の業者さん

より高い価格まで出して随意契約でやるのかということで、この議会でも議論になりま

して、やはりその業務の質ということで、どうしても必要なんだということをおっしゃ

いました。 

  そういうことの結果として、今決算、やっておりますので、７ ,０００万円、

７,０００万円が純粋にアップではございませんけれども、これだけの支出を行って、

今のこの事業の中で、どのような効果が出てきているのか、効果って、それはお金の数

字の効果ではございませんけれども、乙訓環境衛生組合の業務として、どのように反映

されているのかということで、やっぱり説明を受ける必要があると思いますので、

ちょっとご説明お願いしたいと思います。 

○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 全部委託になりまして、効果はどうかという、なかなか金額的

に出せるのは難しい話なんですけども、修繕料におきましては、安定になるかどうかわ

かりませんけど、約１,３００万円減になっております。これが全部が委託業者によっ

て変わったものかと言うたら、そこまではなかなかあれなんですけれども、大きな修繕

がなかったことにもよりますけれども。 

  ただ、今おっしゃったように、お金だけではちょっと見られないところが多々ござい

ました。例えば焼却炉の故障に対してでも、ごみを給じんする装置が壊れましたけど、

そこでプラントメーカーで発注して、本来ならば点検して修繕していただくところ、同

じグループ会社ということで、図面を取り寄せていただきまして、早急に溶接等で修理

していただき、ごみの焼却炉の停止期間を極力短くて済むような対応もしてもらいまし

た。 

  つい最近でございましたら、燃焼を掌る熱電対、温度計の不具合がございまして、そ

れももう在庫がないことから、本来ならば緊急停止という措置をとらせてもらわなあか

んところでしたが、業者さんのノウハウで、熱電対、温度計を細工し、つなぎ合わせる

修繕を行い、ごみの焼却炉を止めることなく、稼働するというようなことも多々ござい

ましたので、私らではちょっと対応できないところも、助けてもらっているところもあ

りますので、長い目で見ていけば、そういうところ、これから徐々に表れてくるのかな
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というふうに現在思っているところでございます。金額に対して幾らというのは、なか

なか答えにくいんですけれども、私らのわからない範疇で対応してもらっている、メー

カー同士のつながりで対応してもらっているというところは多々あるということだけお

伝えさせてもらいます。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 これ、確かに、金額、コストでパッと出てくるものではないと思うんで

すけれども、しかし、いろいろ助かってますというレベルでは、ちょっとやはり済まな

いだけの支出増でありますので、できるならば、そういうふうなものがわかるような形

の報告がいただけたらなと、ちょっと思っております。 

  それと、今、これで直接の運転業務は全て外部委託されたわけですね、施設の設備の。

今の定員の話も出てきたんですけども、結局ごみ処理施設が直営やったことから、ずっ

と委託に変わっていくという中で、それとの、定員とのかかわりというんですかね、ど

のあたりが、３０人という数字も、長期計画で何か出ているのでしたっけ。ちょっと今

どういう段階なのか、あるべき姿というようなあたりについて、ちょっとお聞かせいた

だけたらなと思っているんですけど。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 ただいまの職員数ですけれども、平成２７年度、平成２８年度にお

きましては、再任用職員含めまして年度末現在で３７人。２９年度４月１日現在では、

再任用職員２名を含めまして３４名の体制となっております。 

  今後３５年度に３０名という計画を設けておりますので、こちらの集中改革プランに

掲げております平成３５年度３０名に向けて進めていくということでございます。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 平成３５年度に、再任用の方を含めて３０人ということですか。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 再任用を除いて３０名です。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 といいますと、今と比べるとどういうことになるのですか。平成２９年

と比べると、平成３５年度は、今何か再任用含めて、平成２９年は３４人というふうに。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 平成２９年４月１日現在で、再任用を除きますと３２名でございま

す。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 先ほど、お昼前にお聞きしたことで、ちょっと聞き忘れたことがござい

ましたので、排ガスの水銀測定の件なんですけれども、継続常時観測ではなくて、時々

測っておられるということで、測定のサイクルと、その結果、測定値、規制に対してど

うだったのか、一番肝心なことを聞き忘れたので、お願いしたいのですが。 
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○藤井俊一議長 服部施設業務課長。 

○服部 潤施設業務課長 先だって水銀の測定を行いました。結果としましては、基準値

５０のうち排ガス水銀濃度１２％Ｏ２換算値で１３μg/N㎥となっています。粒子状水

銀濃度としまして、同じく酸素換算値１２％で、０.０５未満となっております。全水

銀濃度に関しましては、同じく酸素換算値１２％で１３μg/N㎥と、数値が上がってき

ております。 

  測定間隔は、年３回実施しております。１、２号炉で３回、３号炉で２回実施してい

ます。 

○杉谷伸夫議員 結構少ないんですね。 

○藤井俊一議長 ほかに、ございますか。 

  山本議員。 

○山本 智議員 広報事業についてお伺いいたします。広報事業については、乙訓環境衛

生組合のことを多くの市民の皆さんに知ってただくために、クリーンプラザおとくにと

いう広報紙を年４回発行されていると思うんですけど、それが、印刷製本代という形で

上げられているんですけど、毎回読ませていただくんですが、乙訓環境衛生組合のごみ

の量の推移であるとか、あとはまた、リサイクルフェアの案内とか、また子供らに対し

ての教室の案内とか、いろいろやられているんですけど、その広報だけで、ごみを減量

していくことの重要性を伝えるいうのはなかなか伝わり切れてない部分があると思うん

です。 

  それで、いろいろ調べたところ、最近、市民にいろいろなことを周知するというツー

ルとして、自治体とかではフェイスブックとか、ツイッターで市民さんに情報を発信し

ていくというような中で、探してたところ、兵庫県猪名川上流広域ごみ処理施設組合、

その中で、国崎クリーンセンター啓発施設、ゆめほたるというところがあるんですけど、

そちらの方がフェイスブックページをつくって、市民向けにいろいろな情報を発信して

るんです。 

  ゆめほたるのページに参加するというか、共感して、「いいね！」を押す人が

１１０名ほど現在いるんですけど、そういうような形の、市民にごみの減量の重要性で

あるとか、本当に勝竜寺の埋立地がもう４３年にはいっぱいになるんやというようなこ

とを、考えてみてはどうかというようなことを思ったんですけど、ちょっと年４回の広

報紙だけで、市民の皆さんにごみの減量していかなければ本当に大変なんだというのが、

なかなか伝わり切れてないん違うかないうことで、これはまた提案いう形なんですけど、

また検討していただきたいと思いますので、これは要望にしときます。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 監査委員の審査意見書の１２ページ、下から５行目に、平成２８年度に

策定した一般廃棄物処理基本計画を踏まえ、今後の施設整備に係る方向性を重点的に検

討されることを望むとあるんですけども、この辺り、どのように検討されるのかという
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の、ちょっとご説明をいただけたらと思います。 

○藤井俊一議長 古賀総務課長。 

○古賀一徳総務課長 監査委員の方からご意見いただいております、こちらの施設整備に

係る方向性ということにつきましては、本組合といたしましては、一般廃棄物処理基本

計画を策定する際に、施設整備構想というのをあわせて策定して、施設整備の方向性を

決めまして、将来的に施設整備を計画的に進めてきているところでございます。 

  一般廃棄物処理基本計画の方が、今現在、見直しをされたところでございますけれど

も、この５年間ということで、先、長期の基本計画を見直しをされるにあわせて、その

ときの将来的な、どのような施策を盛り込んでいくのかと、将来的にどのような種別の

ごみがどれぐらいの量が出てくるのかという数値をもって、今度はどのような施設を整

備していくのかということで、計画を策定していくというような流れになってまいりま

すので、まずは長期の基本計画の方の策定とあわせまして、その計画の内容に基づいて

構想の方を検討していくというような形で進めていきたいと考えております。 

○藤井俊一議長 杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 私、これ読みまして、当面、次はリサイクルプラザが問題なのかなと

思ったんですけども、その辺はいかがでしょうか。何か２０年経過してるのですかね、

ちょっとああいう施設の寿命というのはよくわからないんですけども、リサイクルプラ

ザについてはどんな感じになりますか。 

○藤井俊一議長 河野事務局長。 

○河野一武事務局長 今回、２９年３月に処理計画を、それぞれ２市１町、組合、トータ

ル的に見直しをさせていただきました。今回、見直しをした計画につきましては、平成

２９年から３３年度までの５年間の、今回計画の見直しをさせていただいたところでご

ざいます。 

  その５年間に対します施設整備計画という内容につきましては、今、議員ご指摘のと

おり、今の現状ではリサイクルプラザが一番古いような施設になってきておりますが、

焼却炉のように、常に高温で燃やしているという施設でもございませんので、今現段階

では、緊急を要するような、今の改修が必要であるというようなことは、今現状はない

というふうな理解をする中で、先ほど総務課長が申しましたとおり、今後３４年度以降

の長期計画の処理計画を見直しをされるときに、あわせまして、今後、長期的な施設整

備構想を合わせて整理をさせていただく、その中で、リサイクルプラザに限らず、焼却

施設、また最終処分場、し尿処理施設、それぞれの関連施設の総合的な施設の整備計画

を、今回、立案していきたいというふうに現状考えているところでございます。 

○藤井俊一議長 ほかに、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  それでは、歳出の質疑を閉じさせていただきます。 

  それでは、質疑も尽きたようですので、質疑を終わり討論に入ります。 
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  まず、反対討論を求めます。 

（「なし」の声あり） 

  次に、賛成討論を求めます。 

  北林議員。 

○北林重男議員 前段、お話させてもらったんですけども、なかなか今の状況が民主的な

職場づくりとは、ちょっと縁遠いような状況が見られます。これは労働者代表と、いろ

いろな面で交わすというような慣習もない、しかも労働組合がない中で、いろいろと行

われている努力は認めますが、民主的な職場づくりということで、対等な関係がないと

いう状況は、改善してほしいと思います。 

  もう一つは、業務委託がどんどん増えれば、確かに職員が減る要素、出てきますけど

も、私は、やはり働きやすい職場ということになれば、業務委託を、何でもかんでも、

出していくんだといった考え方は抜本的に見直す必要があるんだろうと、ましてや、今、

一般会社においては、なるべく外注を減らし、社内生産に努力を上げていき、そして効

率的な利益を上げていこうといった中で、逆行するようなことが果たしていいのだろう

かという思いもするわけです。 

  ですから、本決算において、ただいま申し上げたような状況も含めて、見守っていき

たいということで保留とさせていただきます。 

○藤井俊一議長 ほかに、討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  北林議員から、本件について保留する旨の発言がありましたので、退席していただき

たいと思います。 

（北林議員 退席） 

  それでは、第１０号議案について、原案どおり認定することに賛成の議員は挙手願い

ます。 

（賛成者挙手） 

  全員賛成。よって、第１０号議案、平成２８年度乙訓環境衛生組合一般会計歳入歳出

決算の認定については、原案どおり認定されました。 

（北林議員 着席） 

―――――――――――――――――――― ○ ―――――――――――――――――――― 

○藤井俊一議長 日程９、第１１号議案、平成２９年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予

算（第２号）についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  山本管理者。 

○山本圭一管理者 それでは、日程９、第１１号議案、平成２９年度乙訓環境衛生組合一

般会計補正予算（第２号）についてのご説明を申し上げます。 

  今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額に１,８３３万２,０００円を追加し、歳入歳
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出予算総額を歳入歳出それぞれ２８億６,２０２万円とするものであります。 

  それでは、補正予算書３ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書により順次ご説

明申し上げます。５ページをご覧いただきたいと存じます。 

  まず、歳入でございます。６款繰越金では、平成２８年度からの繰越金が

２,０３３万２,０４８円と確定いたしましたことから、当初予算に計上いたしておりま

した２００万円を差し引いた１,８３３万２,０００円を増額補正するものであります。 

  次に、６ページの歳出でございます。２款総務費、１目一般管理費では、１５節工事

請負費で、エアコン更新工事の契約差金１２万６,０００円及び屋上防水改修工事の契

約差金２０万５,０００円を合わせまして３３万１,０００円を減額補正するものであり

ます。 

  次に、５目基金費では、歳出の増に伴い、財政調整基金積立金を１３６万

７,０００円減額補正するものであります。なお、補正後の財政調整基金の平成２９年

度末現在高見込み額は２,８４１万６２０円となります。 

  次に、４款事業費、１目ごみ処理施設改修事業費では、１５節工事請負費で

２,１０８万８,０００円を増額補正するものであり、その内容は、焼却炉補修工事では、

３号炉に設置しておりますボイラー・タービン設備のうち、焼却炉の余熱を利用して発

生した蒸気を冷却いたしております低圧蒸気復水器におきまして、ファンの速度を制御

しております減速機からオイル漏れが発見され、早急に更新する必要がありますことか

ら、減速機の更新にかかる工事請負費として２,０９２万５,０００円を、また、附帯施

設改修工事では、濾過器により濾過した井水を各施設へ供給する給水ポンプを制御して

おりますシーケンサーに不具合が生じておりますことから、シーケンサーの更新にかか

ります工事請負費といたしまして１６万３,０００円をそれぞれ増額するものでありま

す。 

  次に、３目リサイクルプラザ改修事業費では、１５節工事請負費で、プラント機器補

修工事におきまして、契約差金といたしまして１０５万８,０００円を減額補正するも

のであります。 

  以上で、平成２９年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算（第２号）の説明とさせて

いただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○藤井俊一議長 ただいま、提案理由の説明がありましたが、本件について質疑を行いま

す。 

  ご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  それでは、質疑もないようですので、質疑を終わり討論に入ります。 

  まず、反対討論を求めます。 

（「なし」の声あり） 

  次に、賛成討論を求めます。 
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（「なし」の声あり） 

  討論もないようですので、討論を終わり採決いたします。 

  第１１号議案について、原案どおり決することに賛成の議員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

  全員賛成。よって、第１１号議案、平成２９年度乙訓環境衛生組合一般会計補正予算

（第２号）については、原案どおり可決されました。 

  以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 

  この際でありますので、ほかに何かございませんか。 

  杉谷議員。 

○杉谷伸夫議員 議員の皆さんへなんですけども、向日市の方から３名、またよろしくお

願いします。それで、今回、議会に向けて、議案説明とか、事務局から受けましたとき

に、話し合った中で、市町のように、一般質問みたいな形でできないかなということが、

ちょっと意見が出てたんですよ。 

  今日は、そのことについていろいろ意見交換する、事情もあれですので、言いません

けども、そういう意見が出てますので、一度、できたら、議員の中で、この議会の中で、

皆さんのお考えも聞かせていただいて、議論したいなと思っておりますので、ちょっと

そういうことだけお伝えしておきたいと思います。 

○藤井俊一議長 ほかに、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  それでは、ここで少しお時間をいただきたいと思います。 

  長岡京市議会選出議員につきましては、１０月に改選を迎えます。このことから、こ

の議会が最後の組合議会となりますので、各議員の皆様方よりご挨拶をいただきたいと

思います。 

  それでは、綿谷正已議員、お願いいたします。 

○藤井俊一議長 綿谷議員。 

○綿谷正已議員 私、今回、この前と合計４年経験させていただきました。ごみの減量で

あったり、議員のお話にもありました、いろんな課題が本当にあるんだなということと、

そして、案外と、喫緊の課題でありながら、また遠い、先を見越した施策、現に最終処

分地についてはそうだと思いますけれども、そういったところも見据えながら、そして、

ぜひ皆さんのまた知恵を絞っていただきながら、この環境衛生事業、もっと発展させて

いただけたらというふうに思っているところでございます。 

  今回を期に、私、次どうなるかわかりませんけれども、本当にここで学ばせていただ

いたことを糧に、また次にいろんな形で関わっていきたいというふうに思っております。

これからもよろしくお願いいたします。 

○藤井俊一議長 山本議員。 

○山本 智議員 綿谷議員同様に、私も２期４年間、乙訓環境衛生組合議員として来させ
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ていただきまして、さまざまなことを学ばせていただきました。本当にこれからの社会

の中でごみ減量というのは、本当にすごい大切なことだと思いましたし、また、すごい

お金もかかることだなということを実感させていただきました。それも含めて、市民の

税金で運営しているいうこともありますので、やっぱりより多くの市民の皆様がごみ減

量に向けての意識を高めていく必要、必然性をすごく感じておりますので、また次、こ

こに来られるかどうかはわかりませんが、長岡京市の中でも、ごみ減量について、しっ

かり議員として訴えていきたいと思います。 

  それとまた、職員の皆様におかれましては、いろいろとこの４年間お世話になりまし

た。また、今後乙訓環境衛生組合の充実した運営と、職員の皆様のご多幸とご健勝をお

祈りいたしまして、挨拶とかえさせていただきます。本当にありがとうございました。 

○藤井俊一議長 結びに、大変僭越でございますが、私からご挨拶をさせていただきます。 

  この２年間、議員として、また議長として大変大役を、滞りなく、無事に任務を終え

ることができました。これ、ひとえに議員の皆様方のご協力、そしてまた山本管理者は

じめ職員の皆様方のご協力があってのことと深く感謝申し上げます。ありがとうござい

ました。 

  振り返ってみますと、乙訓環境衛生組合議会、随分、長い間お世話になって、いろい

ろなことを学ばせてもらい、そしてまた勉強もさせてもらい、そしていろいろ提言もし

てきたところでありますけれども、この事業は私たちが快適に生活していく上において

は、なくてはならない、大変大きな事業でありますので、一日も滞ることなく、そして

またコスト意識を加味しながら、滞りなく事業推進が円滑に執り行われますことを切に

祈る次第でございます。 

  最後になりますけれども、ご参会の皆様方のご健勝、ご多幸をご祈念申し上げまして、

お礼のご挨拶にさせていただきます。長い間、ありがとうございました。 

○藤井俊一議長 これをもちまして、乙訓環境衛生組合議会平成２９年第３回定例会を閉

会いたします。 

  本日は、ご苦労さまでした。 

閉会 午後 １時４０分 

～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 
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